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令和６年度 厚生労働省科学研究費補助金 

職場における女性の健康保持増進のための効果的な産業保健活動の確立に向けた研究 

総括報告書 

研究代表者 立石 清一郎 

 （産業医科大学 産業生態科学研究所 災害産業保健センター 教授） 

研究要旨： 

目的： 

本研究は、就労期の女性が経験する更年期症状や月経随伴症状といった健康課題に対

し、産業保健の視点から、職場における具体的な支援の在り方を明らかにし、事業場で

の実践的な対応策を体系化することを目的とした。特に、職場における配慮の実際と支

援体制のあり方、産業保健職の役割、制度活用の促進要因と阻害要因に着目し、アクシ

ョンにつながるツール開発を図った。 

方法： 

本研究では、以下の 5 つの主研究課題に基づき、複数の分担研究を通じて多角的なア

プローチを実施した。 

文献レビュー（分担研究 1）：更年期症状に対する職場の支援・配慮に関する国際的知

見を収集するため、PubMed によりスコーピングレビューを実施。更年期と職場に関連

する 1128件の文献から 49件を精査し、支援策を分類・整理した。 

事業場調査（分担研究 2）：全国の事業場を対象に、質的調査および質問紙調査を行い、

女性の健康課題に対する制度の有無、導入背景、実際の運用状況、利用しにくさに関す

る阻害要因の把握を行った。 

疫学調査（分担研究 3）：一般労働者を対象に、月経随伴症状（PMSや月経困難症）とプ

レゼンティーズムとの関連を数量的に分析し、就業パフォーマンスとの関連を統計的

に評価した。 

大企業調査（分担研究 4）：健康経営に取り組む大企業を対象に、職場で実施されてい

る施策と、労働者が知覚する組織的支援（POS: Perceived Organizational Support）

の関係を調査した。 

臨床・教育ツール開発（分担研究 5・6）：健診医や産業保健職を対象とした女性の健康

課題に関する対応ツールや e ラーニング教材を作成し、事業場での普及可能性を評価

した。 

結果： 

上記の調査・研究により、以下のような知見と成果が得られた。文献レビューでは、支

援施策として「更年期ポリシーの策定」「柔軟な勤務体制」「上司・同僚の理解促進」な

どが効果的とされ、これらの支援の有無が離職や生産性と関連する可能性が示された。

事業場調査では、「制度はあるが利用されにくい」「上司が男性で相談しづらい」「健康

課題を職場で話すこと自体へのためらい」といった阻害要因が多く確認された。一方、
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柔軟な個別対応や経営層の理解が促進要因として明らかとなった。疫学調査からは、

PMSや月経困難症の重症度と業務パフォーマンスの有意な関連が確認され、一定数の女

性労働者が症状により集中力や生産性の低下を経験していることが統計的に示され

た。大企業調査では、施策の「認知度」と「利用経験」が、職場に対する信頼や働きや

すさの感覚（POS）と強く相関しており、制度の存在だけでなく周知と活用が重要であ

ることが示唆された。臨床的知見としては、産業医や健診医が女性特有の健康課題に対

応するための情報や研修が不足しており、対応ツールの整備が求められているという

ニーズが示された。 

考察： 

上記の成果を統合し、研究班では以下の 3 つの実践ツールを開発した。現時点では研

究班が作成した原案であり今後のブラッシュアップが必要であることに留意が必要で

ある。 

アクションチェックリスト：人事、管理職、産業保健スタッフ、同僚など多様な立場か

らの対応ヒント集（全 41項目）を整理。組織文化・制度整備・環境調整・教育・相談

体制など、多面的な取組が必要であることが明示された。 

症状別職場配慮集：更年期症状や PMS、月経困難症など 10 症状程度を対象に、それぞ

れの困りごとに対応した具体的な職場配慮例（5項目前後）を提示した。例えば、ホッ

トフラッシュへの対応として服装自由化や空調の柔軟運用、集中困難への対応として

業務の分割・在宅勤務の許容などが挙げられる。 

仮想事例：実際の更年期症状を抱えた女性が、産業保健職や上司と連携して就業継続を

実現した支援プロセスを再構成。相談のきっかけや周囲の理解、段階的支援などが記載

され、実践的理解に資する内容となっている。 

これらの資料は、研究成果を実際の現場に落とし込むための実用的なヒントであり、事

業場の支援体制強化と、職場全体での配慮的な文化形成を促進する可能性がある。 
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Ａ．目的 

持続可能な開発目標では、ジェンダー

平等の実現が謳われているが、世界経済

フォーラムが発表した2022年のジェンダ

ーギャップ指数では、教育や健康面での

国際比較では高得点であるものの、経済

参画のスコアは 121 位と就労上の不利益

な状況が継続的に続いておりジェンダー

ギャップの解消が必要な状況である。ま

た、我が国では急速な少子高齢化を受け

て、生産年齢人口の減少の一途を続けて

おり、女性を含めたより多くの国民が経

済活動に参加する「一億総活躍」を体現す

る必要性がある。より多くの女性の社会

参加を促すためには就労女性の活動基盤

となる健康面において、女性特有の事情

（ライフイベントである妊娠・出産およ

び更年期症状・月経困難症、不妊など）と

仕事との両立しやすい環境整備が求めら

れる。また、女性が働きやすいと思える環

境について労使両者の視点による要素の

抽出が必要であるといえる。本研究にお

いては、職場において女性の健康保持増

進に効果的な対策・環境整備の在り方を

産業保健的視座で質問紙および事例調

査・収集を行い、産業保健職と事業場向け

のイーラーニングと女性労働者の配慮の

在り方や事業場にとって使いやすいアク

ションチェックリストとしてまとめるも

のとする。 

 

Ｂ．方法 

 目的を達成するために３年間の研究機

関として５つの研究について企画してい

る。 

主研究１ 研究統括及び女性特有の事情

と就労の配慮の在り方について 

主研究２ 事業場調査 

主研究３ 女性労働者調査 

主研究４ 女性労働者における医学的問

題点の整理及び学会・研究班ら

との連携 

主研究５ イーラーニングの作成および

事業場アクションチェックリス

トおよび産業保健活動の確立に

向けた提言の作成 

 令和６年度について、これらの研究を

遂行するために１つの総括報告書（研究

１）と５つの分担課題報告書を作成する。

５つの分担課題はとの関係性は以下のと

おりである。 

分担研究１：更年期症状に対して職場が

取り組むべき支援や配慮に関する文献調

査（主研究１・２） 

分担研究２：事業場における女性の健康

管理に関する質的調査および質問紙調査

票の作成（主研究３） 

分担研究３：日本の女性労働者における

月経随伴症状とプレゼンティーズムとの

関連（主研究３） 

分担研究４：職場における女性の健康に

関する施策と知覚された組織的支援との

関係性（主研究３） 

分担研究５：健康診断の担当医に向けた 
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女性の健康課題に対する対応ツールの開

発（主研究４） 

分担研究６：女性の健康管理に関する職

場の E ラーニングコンテンツ作成に関す

る研究（主研究５） 

 

Ｃ．結果 

格分担研究ごとに以下のように報告され

た。本総括報告書においては要旨のみを

掲示する。 

 

分担研究１：更年期症状に対して職場が

取り組むべき支援や配慮に関する文献調

査（主たる分担者：原田有理沙） 

要旨：【背景】更年期症状は身体的および

精神的な負担を引き起こし、女性労働者

に働きにくさをもたらす。しかし職場に

よる具体的な介入や配慮に関する実証的

な知見は限られている。そこで、女性労働

者が就労の質を一定程度保ちながら働き

やすい環境整備を目指す両立支援の観点

から、更年期症状に対する職場の取り組

みに関するスコーピングレビューを実施

した。 

【方法】１）PubMed を用いて検索した。

検索用語には更年期症状と職場環境に関

連する文献を包括的に収集できるMeshを

採用した。 

２）研究者 4 名が独立して事前に決めた

基準に従って文献を選抜した。 

【結果】検索の結果 1128件の文献が得ら

れ、選抜によってタイトルで 219 件、要

約及び全文で英語論文 49 件を特定した。

研究の種類は、横断研究 20件、質的研究

10件、RCT 3件、RCT以外の介入研究 3件、

コホート 3 件、混合研究 3 件、その他 7

件であった。更年期症状に対して職場が

取り組むべき支援や配慮に関する知見と

して３つのテーマに分類し、整理された。 

１）職場が取るべき支援策として、職場の

更年期ポリシーの策定または健康ポリシ

ーへの包含、既存の産業保健体制・メンタ

ルヘルス対策支援の強化、Presenteeism

の評価、休みを取りやすい勤務形態や制

度、騒音・換気等の作業環境の改善、トイ

レや更衣室などのリフレッシュ空間の拡

充、健康増進プログラム、管理職への教育

（更年期の知識、意識・理解の向上、適切

な対応、コミュニケーション、同僚からの

支援の促進等）、当事者への教育（更年期

の知識、セルフケア、受療行動等）、経験

を共有できるツールや研修、更年期を含

む健康をオープンに議論できる雰囲気や

組織風土、が挙がった。 

２）特に支援が必要な症状として挙げら

れたものは、重度な症状、症状が多い、ホ

ットフラッシュ、疲労、激しい頭痛、メン

タルヘルス不調、神経多様性等であった。 

３）特に支援が必要な対象としては、女性

管理職、燃え尽き症候群のリスクがある、

ワークライフバランスが悪い、健康に関

して自己評価が低い、仕事への不安、仕事

への不満、経済的な困窮や問題、作業内

容・職種、交代制勤務、通勤時間、支援が
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必要なのは一時期等が挙がった。 

【考察】本研究により更年期症状を経験

している女性労働者に対する具体的な職

場支援のニーズが明らかになったものの、

エビデンスレベルにはばらつきがみられ

た。更年期による働きにくさの経験は個

人差が大きいため、職場は申し出をしや

すい環境を整備するとともに、特に支援

や配慮が必要な状況を理解することが重

要である。今後は、我が国における職場に

おける支援策の実践とその評価を通じて、

さらなる女性労働者の健康保持増進を目

指すべきである。 

 

分担研究２：事業場における女性の健康

管理に関する質的調査および質問紙調査

票の作成（主たる分担者：立石清一郎） 

要旨：【目的】事業場における女性の健康

管理の現状と課題を企業ヒアリングに基

づき明らかにし、施策、阻害・促進要因、

困難事項を分析、基礎情報を提供すると

共に、重要項目に関する企業調査質問紙

案を作成する。 

【方法】複数企業の人事・産業保健担当者

へヒアリング調査を実施し、内容を分析。

４側面（施策内容、阻害要因、促進要因、

困難事項）で整理した。 

【結果】 

1.施策:生理休暇（運用に差、有休で代替

も）、啓発（eラーニング、セミナー。C社

では更年期等広範なテーマ）、相談窓口（G

社で女性産業医窓口が支援姿勢示す効果

も）、休憩スペース（横になれる場所等）、

その他配慮（生理用品常備、時間単位年休

等）。 

2.阻害要因:男性上司の理解不足・コミュ

ニケーション困難（知識不足、セクハラ懸

念）、制度認知度不足・利用への心理的抵

抗、業務特性や人員不足による制約、生理

休暇無給等の経済的負担、健康情報のプ

ライバシーと収集困難、既存の私傷病扱

いや評価との整合性。 

3.促進要因:DEI 推進・女性活躍への意識

向上、経営層・人事の理解と協力、個別状

況への配慮（相談窓口、在宅、介護等柔軟

対応）、外部情報・他社事例からの刺激、

啓発活動による知識向上、有休制度のセ

ーフティネット機能、プレゼンティーズ

ム改善への着目。 

4.困難事項:女性特有不調に特化した休

暇や手厚い配慮の制度化（公平性・人員懸

念）、健康診断での詳細問診と事後措置の

義務化（プライバシー、効果疑問）、製造

現場等の作業工程・人員配置の抜本的見

直し（コスト、効率）、男性向け詳細教育

の義務化（デリケートさ、価値観介入の限

界）、理由を問わないリフレッシュ休暇等

の拡充。 

【考察】女性健康管理は制度と運用に乖

離。特に男性上司の理解不足等コミュニ

ケーション不全が課題。スティグマや遠

慮も背景にある。経営層のコミットメン

トや啓発は促進要因。個別配慮と柔軟性

が重要。困難事項はコストや公平性、プラ
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イバシー問題が背景にあり、企業メリッ

トと結びつける視点が必要。これら情報

から質問紙も開発した。 

 

分担研究３：日本の女性労働者における

月経随伴症状とプレゼンティーズムとの

関連（主たる分担者：大河原眞・藤野善久） 

要旨：令和 5 年度研究で実施した女性労

働者に対する疫学調査のデータをもとに、

分析的研究を実施した。月経のある 3,332

名の女性労働者において、代表的な月経

随伴症状（痛み、憂うつ、めまい等）の有

無とその程度を聴取し、それぞれの症状

の程度を独立変数、中等度以上のプレゼ

ンティーズムの有無を従属変数として、

プレゼンティーズムの有所見割合比

(Prevalence ratio; PR)をポアソン回帰

分析を用いて推定した。症状がない者と

比較して、各症状の程度が強い者ほどプ

レゼンティーズムを経験していた（p for 

trend <0.001）。本研究では、月経症状が

重いほどプレゼンティーイズムが高いこ

とを明らかにした。月経症状は必ずしも

周囲に理解されるわけではなく、女性自

身もその影響を十分に自覚・関心を持っ

ていない場合がある。月経症状やその現

れ方を理解し、職場環境の整備やサポー

トを充実させることが重要である。 

 

分担研究４：職場における女性の健康に

関する施策と知覚された組織的支援との

関係性（主たる分担者：小田上公法） 

要旨:【目的】職場における女性の健康に

関する施策の実施状況と、女性従業員の

知 覚 され た組 織的支 援 （ Perceived 

Organizational Support：POS) との関係

性を検討する。 

【方法】企業及び健康保険組合（22 団体）

が在籍する研究会のうち、従業員アンケ

ートへの参加企業（9 社）に在籍する女性

従業員 4,284 名を対象に、質問票調査を

実施した。女性の健康関連施策の導入状

況（従業員の認知状況）を説明変数、POS

スコア（日本語版 SPOS のうち POS（SPA）

にて測定） を目的変数とし、年齢、職種、

就業形態、学歴、月経に関する症状の有無、

更年期に関する症状の有無を調整変数と

して、企業コードでネストしたマルチレ

ベル分析（線形混合効果モデル）を行った。

さらに、月経・更年期症状の有無で「症状

なし」「月経に関する症状のみあり」「更年

期に関する症状のみあり」の 3 群に層別

化し、同様の分析を行った。 

【結果】参加企業間で POS スコアの平均

値（3.65～4.19） や、女性の健康関連施

策の認知率にはばらつきがみられた 。全

体分析では、女性の健康関連施策のうち、

「婦人科健診・検診の受診に対する就業

時間認定や有給の特別休暇付与」、「従業

員や保健師等による女性の健康専門の相

談窓口の設置」、「女性特有の健康関連課

題に対応可能な体制の構築」、「妊婦健診

等の母性健康管理のためのサポートの周

知徹底」、「生理休暇を取得しやすい環境
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の整備」 の認知は、POS スコアと有意な

正の関係を示した 。一方、「月経随伴症状

の自己管理を支援するツールやアプリの

提供」の認知は、POSスコアと有意な負の

関係を示した 。層別化分析では、症状の

有無によって関連の強さや有意性が異な

る施策がみられた。例えば、「女性特有の

健康関連課題に対応可能な体制の構築」

は月経症状あり群と更年期症状あり群で

有意な正の関係を示したが、症状なし群

では有意傾向に留まった。「生理休暇を取

得しやすい環境整備」はいずれの群でも

有意な正の関係を示した 。 

【考察】女性の健康に関する複数の施策

が、女性従業員の POS 向上に関連するこ

とが示唆された。特に、相談体制の構築や

生理休暇を取得しやすい環境の整備など

の、働きやすい職場環境整備に関する施

策の影響が大きい可能性が考えられる。

症状の有無による層別化分析の結果から、

対象者の健康状態に応じた施策の重要性

が示唆された。 

【結論】職場における女性の健康支援策

の導入は、女性従業員の POS と関連する

ことが確認された。今後、施策の具体的な

内容や運用方法が POS に与える影響につ

いて、さらなる詳細な分析が必要である。 

 

分担研究５：健康診断の担当医に向けた 

女性の健康課題に対する対応ツールの開

発（主たる分担者：金城泰幸） 

女性の健康の保持増進のため、定期健康

診断の問診票に月経困難症や更年期障害

で就労における困難があるかを問う質問

項目が追加される。健康診断を担当する

医師は産婦人科を専門としない医師が多

いため、症状による困難を伴う女性を対

応する際に使用できるツールの作成を目

的とした。対象とする疾患群は、月経困難

症、過多月経症、月経前症候群、更年期障

害の 4 つとした。健康診断を担当する医

師へのインタビューを通して、ツールの

構成を「症状確認の問診」、「想定される疾

患群の提示」、「疾患群に対する対処方法

や治療方法の概略」、「受診や相談が可能

な窓口・Web サイトの提供」と設定した。

就労や日常生活の困難をトリアージする

ため、痛み、月経異常、気分の障害、体の

変化、家庭生活（食事、睡眠）、職業生活

（アブセンティーズム）などの項目が含

まれるように問診項目を選択した。また

産婦人科を専門としない医師が、想定さ

れる疾患群を説明し、簡易な対処方法や

治療方法を情報提供し、困難で悩んでい

る女性へ受診行動を促すことができるツ

ールを作成した。 

 

分担研究６：女性の健康管理に関する職

場の E ラーニングコンテンツ作成に関す

る研究（主たる分担者：古屋佑子） 

要旨：自分と家族のライフイベントに左

右されやすい女性は、20～60 代の就労世

代に月経・閉経に関連するトラブル、女性

がんの発症など、健康問題を抱えやすい。
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月経に関連する健康問題は近年、労働損

失が高いと推計され、職場における理解

促進、知識の普及が必要である。本研究は、

企業で研修を行う際の資料や E ラーニン

グの内容や方法について、社会の現状と

不足、作成にあたっての課題を明らかに

することを目的とした。現在公開されて

いる健康管理に関する研修資料やサイト

の項目・内容を収集し、コンテンツ作成に

関するディスカッションを行った。その

結果、現在公開されている女性の健康に

関する多種多様な情報サイトには、多く

の資料やコンテンツが提供されているこ

とが判明した。公開されている情報サイ

トでは女性自身のセルフケアに対するコ

ンテンツが中心で、職場のラインケアや

企業の取り組みに関するものは少数であ

った。情報を踏まえたディスカッション

では、①すでに出ているものとの差別化

をし、職場の健康管理として価値あるも

のをどのように作るか、②企業の中でも

一定数いる“興味のない人”にも見てもら

える E ラーニングコンテンツとはどのよ

うなものか、③動画を作成した場合、どの

ような形式で作成するのがよいのか、④

動画以外の E ラーニングコンテンツはど

のように作るか、⑤コンテンツは難しす

ぎると研修企画側がついていけなくなる

が必要十分な情報を届ける方法、⑥実際

にパイロットスタディを行ってコンテン

ツ修正を行う必要性、などが課題として

挙げられた。なお動画作成については、専

門家から E ラーニングコンテンツとして

の動画に関する意見聴取を行い、コンテ

ンツ作成時の注意点についてアドバイス

を得た。以上により、本研究班の趣旨に照

らし、より研修の対象者を明確にしたEラ

ーニングコンテンツを作成する必要があ

ると考えられた。女性の健康課題には心

理社会的な影響が関わることも知られて

おり、働き方改革やメンタルヘルス対策

と絡めた包括的な支援も検討の余地があ

る。産業保健の現場で近年話題のひとつ

となっている健康経営については、その

取得を希望する企業が増え、健康日本 21

の中にも明記されている。企業の中で実

際に使用できる E ラーニングとして、誰

にどのコンテンツをどのように使って研

修してもらうか、その細部まで検討して E

ラーニングコンテンツの作成、産業保健

スタッフに向けたコンテンツの作成など

を行う必要があると考えられた。 

 

Ｄ．考察 

本研究は、就労女性の健康保持増進を

支える産業保健活動の枠組みを整理し、

制度的・実践的支援のあり方を多角的に

検討することを目的としたものであり、

文献レビュー、企業ヒアリング、労働者調

査、大企業対象調査、臨床的視点からのツ

ール開発、Eラーニングコンテンツ整備な

ど、複数の分担研究によって構成された。

これらの成果を統合し、今後の職域にお

ける女性健康支援の実装に資するアクシ
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ョンチェックリスト原案を提示したこと

は、実務的にも政策的にも価値があるも

のと期待する。 

まず、文献レビューにより明らかとな

ったのは、女性特有の健康課題に関して、

特に更年期症状への対応が、国際的にも

職場環境に大きく影響を及ぼす要因とし

て認識されている点である。英国、オラン

ダ、オーストラリア等においては、更年期

を含む健康ポリシーの策定、職場での柔

軟な勤務体系、換気・温度管理などの作業

環境整備、そして管理職や同僚への教育・

啓発が実践されている。とくに、職場文化

として「更年期は話題にしてよいもの」と

するスタンスの醸成が、支援の実効性に

直結していた点は、我が国においても重

要な示唆である。 

一方、我が国の現状を把握するために

実施した事業場へのヒアリング調査では、

制度と実運用の乖離が大きな課題として

浮かび上がった。たとえば、生理休暇や更

年期対応制度は整備されていても、男性

上司の知識不足やセクシュアリティへの

配慮に対する過敏さから、実際には利用

が困難であるという声が多数寄せられた。

さらに、職場の人員体制や業務特性によ

っても柔軟な対応が難しいとされ、制度

の存在が必ずしも実効的な支援につなが

っていない実態が明らかとなった。この

ような阻害要因を克服するためには、経

営層の関与、保健スタッフの役割強化、他

部署との連携強化など、組織横断的な取

り組みが不可欠であることが示唆された。 

さらに、疫学調査によって得られたデ

ータからは、月経随伴症状の程度とプレ

ゼンティーズムとの関連性が統計的に明

確に示された。特に症状が強い者ほど出

勤してもパフォーマンスが著しく低下す

る傾向にあり、単なる欠勤（アブセンティ

ーズム）では把握しきれない「見えない労

働損失」の実態が明らかとなった。この結

果は、健康課題の重症度だけでなく、業務

特性や職場環境との相互作用を考慮した

個別支援の必要性を示唆しており、画一

的な対応では十分とは言えない。 

ま た 、 大 企 業 を 対 象 と し た POS

（Perceived Organizational Support）

に関する調査では、婦人科健診や相談窓

口の整備、生理休暇の取得促進などの施

策が、従業員の組織への信頼感や安心感

と正の相関を持つことが示された。この

ことは、女性の健康支援策が単なる福利

厚生の一環ではなく、組織のエンゲージ

メントや生産性の向上にも寄与する重要

な戦略的要素であることを意味する。 

加えて、健康診断を担当する非専門医

向けに作成された問診支援ツールや、Eラ

ーニング教材の開発は、現場のリソース

不足を補完し、全社的なヘルスリテラシ

ー向上に貢献する実践的成果である。特

に、女性自身の病態理解とセルフケアの

促進、産業保健職・管理職に対する教育の

充実、匿名性のある相談窓口の整備など、

複合的な仕組みの整備が有効とされる。
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これらの要素は、研究成果に基づいて構

成されたアクションチェックリストの中

核項目としても反映することが必要であ

る。 

本研究の成果から得られた重要な視点

は以下のとおりである。第一に、健康課題

は職場全体の生産性や離職リスクと密接

に関連しており、企業の「経営課題」とし

ての位置づけが必要である。第二に、制度

整備のみならず、その制度を実効的に機

能させるための“文化的・心理的土壌”の

醸成が鍵であり、スティグマの払拭、オー

プンな議論の場の創出、ピアサポート体

制の導入等が求められる。第三に、職場対

応は「女性のみを対象とした特別扱い」で

はなく、誰もが健康に働き続けられるユ

ニバーサルな制度設計として再構築され

るべきである。 

 

アクションチェックリスト原案の作成 

本研究の主体はアクションチェックリ

ストの開発と事業者向けアクションチェ

ックリストの開発である。令和５年度の

研究としてアクションチェックリストと

して提案された内容は以下のとおりであ

る。 

（令和５年度分） 

１．セルフケア支援について 

 症状をもとに健康影響を知

ることができること 

 生活習慣を適切な状況に戻

すことを知ることができる

こと 

 適切に受診を促すこと 

 職場に申出をするときに必

要な要件を理解できること 

２．職場の対応 

 月経等に関するスティグマ

や羞恥心の払拭 

 職場で労働者の申出を受け

るプロセスを明示すること 

 女性則の徹底 

 管理職教育を実践すること 

 職場でのアドボケート（擁護

者）の育成及び権限の付与 

 職場から対応可能なサポー

ト（配慮）内容の提示 

 産業保健職の教育 

 月経についてオープンな議

論を酌み交わす仕組みの整

備 

 健康管理制度への女性の参

画の重要性 

令和６年度の研究成果内容と令和 5 年

度のアクションチェックリストを踏まえ

た現時点での41項目のアクションチェッ

クリスト案について表 1 にまとめた。 

作成されたアクションチェックリスト

原案は、以上の知見を反映し、セルフケア

支援・職場支援・制度整備・教育研修とい

った観点から、具体的な実施項目を網羅

したものである。このチェックリストは、

今後企業が女性の健康管理を進める際の

実践的指針となることが期待され、働く
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女性の健康と就労の両立、ひいては職場

全体の持続可能な発展に資するものであ

る。一方で、原案のアクションチェックリ

ストは開発中であること、法令上の要求

事項や医学的にエビデンスが強固である

と言える情報はほとんどなく企業にとっ

て適切な対応をするためのヒント集に過

ぎないこと、などを留意する必要がある。

この項目の中でもより重要であるものと

そうでないものが存在していることから、

最終年度である令和 7 年度に重みづけを

するための調査等が必要であると考えら

れる。 

 

女性健康管理症状別配慮集原案の作成 

 また、昨年から実装された治療と仕事

の両立支援を行う際に医療機関発信で利

用される両立支援カードを参考に、女性

の健康問題に関する職場での具体的配慮

内容についても研究班で議論し校正した

（表 2 症状別配慮集）。なお、本配慮事

項のベースは厚生労働科学研究「意見書

研修(20JA0601)研究代表者立石清一郎」

で作成されたものである。 

 これらの配慮は、個々の症状や職場環

境に応じて柔軟に対応することが重要で

あることを留意する必要がある。つまり、

対象者によって申出たい配慮に差異があ

ることから配慮を引き出すための方策が

必要であると考えられる。また、従業員が

安心して相談できる環境を整えることも、

職場全体の生産性向上につながることか

らケーススタディなどの作成が必要であ

ると考えられた。パイロットとして作成

した仮想シナリオ案を表３に示す。こう

いったシナリオをいくつか提示すること

により、企業にとって女性の健康管理を

進める方策につなげるための資材づくり

について次年度以降、イーラーニング事

業などと整合性を持たせ実施していく。 

 

Ｅ．結論 

女性の健康課題は、労働者個人の問題

にとどまらず、組織としての対応が必要

な社会的・労働政策的課題である。特に更

年期症状や月経随伴症状は、プレゼンテ

ィーズム、離職、キャリア形成上の困難な

どと関連し、支援の欠如は労働市場にお

ける大きな損失につながりうる。 

本研究により、症状に応じた具体的支

援策とその実施方法が提案され、事業場

にとっての対応ヒントが整理された。今

後は、これらの成果を踏まえた制度の整

備、産業保健職の研修、組織全体への啓発

活動の強化が求められる。女性が健康を

保持しつつ安心して働き続けられる社会

の実現が期待される。 

 

Ｆ．引用・参考文献 
なし 

 

 

Ｇ．学会発表 

なし 
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Ｈ. 論文業績 

なし 

 

I．知的財産権の出願・登録状況：(予定を含

む。） 

1. 特許取得 

 なし 

2. 実用新案登録 

 なし 

3.その他 

 なし 
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表１．女性の健康管理アイテムチェックリスト（案） 

 

１．組織文化・啓発 
 

【アイテム 1】 
月経や更年期に関する職場における偏見やスティグマの払拭に努めます。 

（解説）健康に関する問題を安心して提起できる信頼関係を構築することが重要である。 

 

【アイテム 2】 
月経や更年期に関する話題について、職場でのオープンな議論に向けた教育や風土醸成

を重視します。 

（解説）従業員が症状を上司に率直に申し出やすくなることが期待される。 

 

【アイテム 3】 
月経や更年期の経験は従業員一人一人によって異なることを認識し、経験の多様性を尊

重する文化を醸成します。 

（解説）年齢、性別、人種、障害、神経多様性など、様々な特性が経験に影響すること

を理解する必要がある。 

 

【アイテム 4】 
管理職を含む全従業員に対して、月経や更年期の健康課題に関する理解促進のための啓

発活動を実施します。 

（解説）e ラーニングやセミナーが有効な手段である。 

 

【アイテム 5】 
月経や更年期に関する課題を、特定の啓発の日や月（例：月経衛生デー、世界更年期デ

ー）のトピックに含めます。 
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（解説）既存の多様性・インクルージョンに関するイベントの議題に組み込むことも効

果的である。 

 

【アイテム 6】 
月経や更年期の健康に関する正確な情報源（証拠に基づいた外部ウェブサイトなど）へ

の案内を提供します。 

（解説）情報源の正確性を確認し、適切な資格を持つ提供者による情報を用いることが

望ましい。 

 

【アイテム 7】 
従業員が自身の健康状態について、セルフアドボカシー（自己権利主張）が困難な場合

に支援を提供します。 

（解説）症状の自己認識と職場への伝達が困難な従業員への配慮が重要である。 

 

【アイテム 8】 
月経や更年期に関連する話題にジェンダーに特化した言葉を用いることを避け、ジェン

ダーに中立的な表現を使用します。 

（解説）トランス男性やノンバイナリーの従業員も影響を受けることを認識するために

重要である。 
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２．方針・制度 

【アイテム 1】 
月経や更年期に関する取り組みを、既存のウェルビーイングや健康戦略などの組織方針

に統合することを検討します。 

（解説）包括的な健康方針の中に組み込むことが有効であることが示唆されている。 

 

【アイテム 2】 
多様性・インクルージョン、業績管理、病気と欠勤、柔軟な働き方など、関連する既存

の方針を見直し、整合性を図ります。 

（解説）月経や更年期に関連する健康課題に対応するために必要である。 

 

【アイテム 3】 
方針や行動の実施をサポートするため、組織の手順を見直します。 

（解説）制度の具体的運用における障壁の除去を目的とする。 

 

【アイテム 4】 
組織内の全ての従業員に対し、関連する方針を効果的に伝達します。 

（解説）特に管理職や人事が方針の内容と実施を理解することが重要である。 

 

【アイテム 5】 
傷病や欠勤管理プロセスにおいて、月経や閉経前後の症状や経験が適切に考慮されるこ

とを確認します。 

（解説）症状による必要な休暇に対して不利益な取り扱いを科すべきではない。 

 

【アイテム 6】 
月経困難症や更年期症状に特化した休暇制度を含む、休暇制度の環境整備を進めます。 

（解説）既存の休暇制度の運用を見直すことも有効である。 
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【アイテム 7】 
インクルージョン・パスポートなどのツールの使用を検討します。 

（解説）担当者変更時の継続性を促進するツールとなりうる。 

 

【アイテム 8】 
相談ルートを見直し、健康に関する懸念を安心して相談できる体制を整えます。 

（解説）POS（認知された組織的サポート）と関連することが示されている。 

 

【アイテム 9】 
婦人科健診や検診の受診に対する就業時間認定や有給の特別休暇付与などの制度を導入

または維持します。 

（解説）従業員の症状の有無に関わらず、POS と関連することが示唆されている。 

 

【アイテム 10】 
職場における健康教育を通じて、女性従業員のヘルスリテラシー向上を図ります。 

（解説）月経症状がプレゼンティーイズムに影響しうることを従業員自身が認識するこ

とが重要である。 

 

【アイテム 11】 
月経症状のスクリーニングや医療機関への受診推奨を行います。 

（解説）適切に受診を促すための情報提供がセルフケア支援の一部として重要である。 

 

【アイテム 12】 
全ての従業員に対し、月経や更年期の健康問題の兆候と症状、およびそれが個人や仕事

に及ぼす影響について研修を実施します。 

（解説）多様性・インクルージョンへの取り組み方を含めることが推奨される。 
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【アイテム 13】 
月経や更年期の健康課題に関する従業員を支援する『擁護者』の育成および権限付与を

検討します。 

（解説）擁護者には明確な役割、責任、エスカレーションポイントを設定し、必要な資

源と支援を提供することが望ましい。 

 

【アイテム 14】 
管理職に対し、健康課題を持つ部下へのサポート方法に関する研修を実施します。 

（解説）部下の変化を認識し、適切かつ繊細な介入を促進するためのガイダンスを含め

るべきである。 

 

【アイテム 15】 
人事スタッフに対し、従業員および管理職をサポートするための研修を実施します。 

（解説）人事スタッフは文化変革の導入において重要な役割を担うため、ライン管理者

が研修を受ける前に実施することが望ましい。 
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３．相談・支援体制 

【アイテム 1】 
健康情報について、個人情報保護ガイドラインを参照し個別同意が必要であることを管

理職や情報取扱者全員に周知します。 

（解説）女性の健康問題は繊細な問題であること、健康情報でも特に機微な情報である

ため情報の収集・活用には個別同意が必要であることに留意する。 

 

【アイテム 2】 
女性の健康専門の相談窓口を設置します。 

（解説）相談しやすい窓口の設置は、女性の健康管理の効果的な施策として確認されて

いる。 

 

【アイテム 3】 
女性特有の健康課題に対応可能な体制を構築します。 

（解説）産業医や婦人科医の配置、外部相談窓口の紹介等が含まれる。 

 

【アイテム 4】 
配慮の申出を受けた際、医療機関への受診・治療状況を把握し、情報提供を行う仕組み

を検討します。 

（解説）健康診断を担当する医師が使用するツールにもこの情報提供が含まれている。

また、職場が勝手に更年期症状と決めつけ受診を強制しないように注意喚起が必要。 
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4.職場環境整備・物理的調整 

【アイテム 1】 
休憩環境の整備（女性専用休憩室の設置等）を進めます。 

（解説）女性の健康管理の効果的な施策として確認されている。 

 

【アイテム 2】 
換気、温度、湿度管理を適切に行い、従業員が涼しく過ごせるよう調整を可能とします。 

（解説）職場の温度制御が更年期症状の報告率低下と関連していることが示されている。 

 

【アイテム 3】 
トイレや更衣室、シャワー室のアクセス確保とプライバシー配慮を行います。 

（解説）重度の月経やホットフラッシュへの対応として重要である。 

 

【アイテム 4】 
冷たい飲料水に容易にアクセスできる環境を整備します。 

（解説）更年期症状や脱水や不快感を防ぐための基本的な支援環境である。 

 

【アイテム 5】 
立ち仕事や移動が多い職務では、短時間の着座を可能にする選択肢を検討します。 

（解説）身体的な負担軽減が期待される。 

 

【アイテム 6】 
座り仕事の場合、快適な座席と動作機会を提供します。 

（解説）長時間同じ姿勢による身体的ストレスを軽減する。 

 

【アイテム 7】 
集中作業のため静かな場所の提供や騒音対策を行います。 
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（解説）集中力の維持やストレス軽減に資する。 
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5.働き方・柔軟性 

【アイテム 8】 
職務に関連する危険やリスクが症状を悪化させる可能性もあるため積極的に産業保健職

等を活用します。 

（解説）作業によって更年期症状が悪化するという強固なエビデンスは存在しないが、

個別に悪化している人がいる可能性を認識し医療職の関与できる環境を構築する。 

 

【アイテム 1】 
休憩時間を分割・延長するなど柔軟に時間を取れる方法を提供します。 

（解説）予定外の休憩は、特に月経量が多い従業員にとって重要である。 

 

【アイテム 2】 
勤務時間数の調整や始業・終業時間の変更を可能とする柔軟な勤務時間制度を導入また

は活用します。 

（解説）ラッシュ回避やテレワークなどが更年期症状のコントロールに寄与する。 

 

【アイテム 3】 
フレックス休暇の選択肢を検討し、必要な時に休暇を取得できるようにします。 

（解説）従業員によっては、大幅な休暇や完全な休日が必要とされる場合がある。 

 

【アイテム 4】 
スプリット・シフトやジョブシェアリングなど柔軟な仕事設計を可能とします。 

（解説）チーム間での相互支援を促進する。 

 

【アイテム 5】 
夜勤を含む交代制勤務が症状に与える影響を認識し産業保健職等による確認の機会を提

供します。 



※2025 年 3 月 31 日現在のドラフトです。内容は変更することがあります。 
※番号に優劣はありません。識別記号であることをご留意ください。 

（解説）週 1～3 回の夜勤がある人は症状が中等度以上であるという横断研究上のデー

タがあることを踏まえ、その影響について産業保健職等の積極的な活用を検討する。 

 

【アイテム 6】 
健康状態や個別ニーズに応じて柔軟な対応を検討します。 

（解説）仕事の特性や人員配置上の制約への配慮も必要である。 
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表２．女性の健康管理 症状別配慮集（案） 

 

めまい・立ちくらみ 
 突発的症状への対応として休憩室などへすぐに移動できる体制 
 危険を伴う作業や高所作業の一時的な制限 
 発症頻度に応じて短時間勤務や勤務中断も柔軟に対応 
 移動量の多い業務の軽減または在宅勤務の活用 
 体調悪化時に上司へすぐに報告できる風土の整備 

ホットフラッシュ・発汗・のぼせ 
 空調調整が可能な座席への配置（窓際や通気の良い場所） 
 デスク用小型ファンや冷却グッズの支給 
 服装規定の緩和（温度調節しやすい服装の許容） 
 こまめに水分補給・体温調節できるよう休憩の自由度を高める 
 体調に応じて一時的に別室（休憩室等）へ移動できる制度の導入 

冷え・のぼせの繰り返し 
 足元ヒーターやブランケットの貸与 
 作業服の防寒オプションの許可 
 季節に応じた空調の柔軟な運用 
 温度変化が激しい場所での作業の回避 
 手足の冷えに対応するインナーの着用許可 

動悸・息切れ 
 階段使用や長距離移動を避ける業務設計 
 エレベーターや社内移動支援の活用 
 定常業務から断続的な業務への変更 
 業務量の軽減と納期の調整 
 症状発現時に業務を一時中断しやすい制度設計 

抑うつ・不安・イライラ 
 定期的な産業医・心理職との相談機会の確保 
 ストレス軽減のための業務負荷調整 
 職場内のメンタルヘルス教育の実施 
 静かな場所で作業できる環境整備 
 業務連絡や評価の際に配慮あるコミュニケーション 
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月経前症候群（PMS） 
 精神的に不安定な時期のストレス軽減を考慮した業務配分 
 定期的な産業医やカウンセラーとの面談機会の提供 
 突発的な体調不良に備えた短時間休憩制度の導入 
 業務連絡時に配慮した言葉遣いやコミュニケーション研修 
 症状カレンダー等を用いたセルフモニタリング支援の促進 

月経困難症 
 症状が強い日の在宅勤務や時差出勤の許可 
 通院や体調不良時のための柔軟な有給休暇取得 
 腹部の冷え対策としてブランケットや温熱シートの利用許可 
 トイレや休憩室にすぐにアクセスできる座席配置 
 重労働や移動の多い業務の一時的な軽減 

皮膚・粘膜の乾燥（ドライアイ・ドライマウス） 
 加湿器や空調の湿度設定の見直し 
 目の休息を促す画面作業の制限時間設計 
 ドライアイ対策としてブルーライトカット眼鏡などの推奨 
 定期的な水分摂取の促進 
 業務の合間に目を休める短時間の休憩を明示的に許容 

睡眠障害（不眠・中途覚醒） 
 始業時間を遅らせる時差出勤の導入 
 フレックスタイム制度の活用 
 睡眠不足時の在宅勤務許可 
 重要会議や打合せを午前から午後に移す配慮 
 日中短時間の休憩・仮眠を許容する休憩制度 

関節痛・筋肉痛・肩こり 
 座位・立位作業の交替が可能な作業環境（昇降デスクなど） 
 身体的負担の少ない業務への配置転換 
 業務中に軽いストレッチが可能な時間と空間の確保 
 健康サポートグッズ（クッション、姿勢矯正具など）の貸与 
 作業中の姿勢や動作に関する指導・作業環境改善 
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集中力・記憶力の低下 
 業務マニュアルやチェックリストの整備 
 複雑な判断が必要な業務の一時的な軽減 
 静かな作業環境への配置変更（集中できる空間） 
 こまめな進捗確認を含む上司からのサポート体制 
 作業の細分化やタスク管理ツールの導入 

頻尿・尿意切迫・尿漏れ 
 トイレに近い席や作業場所への配置 
 トイレ休憩を自由に取れる業務設計 
 休憩時間以外の移動も許容する職場文化の醸成 
 水分摂取を制限しない環境と理解の促進 
 身体状況に応じた勤務シフトの調整（長時間拘束業務の回避） 
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表３．仮想シナリオ：更年期症状を

抱える事務職女性への支援 
1. 背景と状況 
氏名：A さん（仮名） 
年齢：52 歳 
職種：総務部門での一般事務職（正社員、勤続 24 年） 
勤務形態：フルタイム（9:00～17:30、週 5 日） 
家族構成：夫と二人暮らし、子どもは独立済み 
 
A さんは、ここ半年ほど「突然のほてり」「発汗」「倦怠感」「集中力の低下」「不眠」

に悩まされるようになった。以前はミスのない正確な業務を行っていたが、最近は資料

の誤字や入力ミスが増え、上司から注意を受けることもあり、自信を失っていた。 
 
本人は「更年期かもしれない」と思いながらも、職場に相談することには抵抗があり、

症状を我慢していた。ある日、定期健康診断後の産業医面談で体調不良を打ち明けたこ

とを契機に、支援につながった。 
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2. 介入と職場の配慮内容 
産業医面談を受けた後、以下のような対応が段階的に実施された。 

 医療面での対応 

A さんは婦人科を受診し、更年期障害と診断された。ホルモン補充療法（HRT）を開始。

主治医からは職場にて症状にあった配慮をすることで就業継続しやすくなる旨の意見書

が作成され職場に提出された。 

 産業保健スタッフによる支援 

職場の上司は主治医の意見書を産業保健職につなぐことが必要であると考慮し、産業

医・産業看護職（保健師）が中心となり、上司への説明と連携を行った（本人の同意を

得て症状の概要を共有された）。 

 産業保健職と考慮し本人が申出た具体的配慮 
 空調が調整しやすい窓際の席への配置変更 
 フレックスタイム制度を利用して、始業時間を 30 分遅らせる 
 午前中の重要な打合せを午後に変更 
 自席で休憩を取りやすくする 
 作業量を一時的に減らし、集中を要する業務を他メンバーと分担 

 
 配慮の申出を受けた職場の対応 

配慮について個別具体的に対応の可能性について検討した。下記の項目について、

職場での都合上、対応可能なものについて実践することを実施した。 
 空調が調整しやすい窓際の席への配置変更 

実施された内容）席替えを行うことで本人が体調管理しやすいような配慮を実

践した。 
 フレックスタイム制度を利用して、始業時間を 30 分遅らせる 

実施された内容）9時からの始業時に重要な全体ミーティングがあるので本内

容については実施できないことを本人に伝え了承が得られた。 

 午前中の重要な打合せを午後に変更 
実施された内容）全体ミーティングの時間を変更するとその後の業務に影響が

あるので変更しないことを本人に伝えた。一方でどうしても体調が悪く出勤で

きないときには、午後から出勤しても確実に情報が伝わるための情報伝達シー

トを作成することで業務への影響が最小化されるように工夫した。 

 自席で休憩を取りやすくする 
実施された内容）本人の同意を取り、上司と同僚に症状と医療の状況および今

後の見通しについて説明をすることで事績での休憩をとることの理解を得た。 

 作業量を一時的に減らし、集中を要する業務を他メンバーと分担 
実施された内容）影響のあるメンバーへの症状・治療内容・今後の見通しにつ
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いて共有された。作業量については治療が安定するまでの 3か月間は減らすこ

とで合意された。また、減らした業務について一時的にほかのメンバーが代替

することになったがほかのメンバーの作業量が増えたことについて、上司は人

事考課として勘案することがほかのメンバーにも周知された。 
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3. 結果と学び 
介入後、A さんの体調は徐々に安定し、仕事のミスも減少した。本人も「安心して働け

るようになった」と述べており、職場への信頼感も増した様子だった。上司からも「対

応の結果、チーム全体の雰囲気も良くなった」とフィードバックがあった。 
 
このケースでは、症状の自覚→相談→診断→職場調整という一連の流れがスムーズに機

能したことで、早期の職場適応が実現された。更年期に関する正しい知識と、職場内で

の支援制度が整っていたことが成功の要因と考えられる。 

また、このことを踏まえ、同じように負担を感じている女性が申出をしやすい制度の必

要性を勘案した当該事業場では産業保健職の勧めもあり「女性の健康管理アクションチ

ェックリスト」を踏まえ、以下の 4 つのアクションを実践することとし、安全衛生委員

会で審議のうえ、経営会議への報告・決議について総務部長が準備を始めた。。 

1.1. 月経や更年期に関する職場における偏見やスティグマの払拭に努めます。 

1.2. 月経や更年期に関する話題について、職場でのオープンな議論に向けた教育や

風土醸成を重視します。 

3.1. 健康情報について、個人情報保護ガイドラインを参照し個別同意が必要である

ことを管理職や情報取扱者全員に周知します。 

3.3. 女性特有の健康課題に対応可能な体制を構築します。 

 

 

４．ポイント（制度・政策提案に活かせる視点） 
 「更年期は健康課題として職場が支援する対象である」との認識を普及することが

重要 
 産業保健職の早期関与がキーパーソンとなる 
 支援制度（時差出勤・作業調整・相談環境）を整備しておくことで柔軟な対応が可

能 
 事例が発生したなどを契機に企業のアクションにつなげることも有効 
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令和 6 年度 厚生労働省科学研究費補助金 

職場における女性の健康保持増進のための効果的な産業保健活動の確立に向けた研究 

更年期症状に対して職場が取り組むべき支援や配慮に関する文献調査 

研究分担者 原田 有理沙 （産業医科大学 両立支援科学 助教） 

研究要旨： 

【背景】更年期症状は身体的および精神的な負担を引き起こし、女性労働者に働きにく

さをもたらす。しかし職場による具体的な介入や配慮に関する実証的な知見は限られ

ている。そこで、女性労働者が就労の質を一定程度保ちながら働きやすい環境整備を目

指す両立支援の観点から、更年期症状に対する職場の取り組みに関するスコーピング

レビューを実施した。 

【方法】１）PubMed を用いて検索した。検索用語には更年期症状と職場環境に関連す

る文献を包括的に収集できる Meshを採用した。 

２）研究者 4名が独立して事前に決めた基準に従って文献を選抜した。 

【結果】検索の結果 1128件の文献が得られ、選抜によってタイトルで 219件、要約及

び全文で英語論文 49件を特定した。研究の種類は、横断研究 20件、質的研究 10件、

RCT 3件、RCT以外の介入研究 3件、コホート 3件、混合研究 3件、その他 7件であっ

た。更年期症状に対して職場が取り組むべき支援や配慮に関する知見として３つのテ

ーマに分類し、整理された。 

１）職場が取るべき支援策として、職場の更年期ポリシーの策定または健康ポリシーへ

の包含、既存の産業保健体制・メンタルヘルス対策支援の強化、Presenteeismの評価、

休みを取りやすい勤務形態や制度、騒音・換気等の作業環境の改善、トイレや更衣室な

どのリフレッシュ空間の拡充、健康増進プログラム、管理職への教育（更年期の知識、

意識・理解の向上、適切な対応、コミュニケーション、同僚からの支援の促進等）、当

事者への教育（更年期の知識、セルフケア、受療行動等）、経験を共有できるツールや

研修、更年期を含む健康をオープンに議論できる雰囲気や組織風土、が挙がった。 

２）特に支援が必要な症状として挙げられたものは、重度な症状、症状が多い、ホット

フラッシュ、疲労、激しい頭痛、メンタルヘルス不調、神経多様性等であった。 

３）特に支援が必要な対象としては、女性管理職、燃え尽き症候群のリスクがある、ワ

ークライフバランスが悪い、健康に関して自己評価が低い、仕事への不安、仕事への不

満、経済的な困窮や問題、作業内容・職種、交代制勤務、通勤時間、支援が必要なのは

一時期等が挙がった。 

【考察】本研究により更年期症状を経験している女性労働者に対する具体的な職場支

援のニーズが明らかになったものの、エビデンスレベルにはばらつきがみられた。更年

期による働きにくさの経験は個人差が大きいため、職場は申し出をしやすい環境を整

備するとともに、特に支援や配慮が必要な状況を理解することが重要である。今後は、

我が国における職場における支援策の実践とその評価を通じて、さらなる女性労働者
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の健康保持増進を目指すべきである。 

 
研究協力者 

渡邉 萌美 （産業医科大学 医学部 両立支援科学） 

細田 悦子 （産業医科大学病院 両立支援科） 

川島 恵美 （川島労働衛生コンサルタント事務所） 

平良 素生 （三菱ケミカル株式会社） 

加藤 杏奈 （花王株式会社） 

簑原 里奈 （HOYA 株式会社） 

古屋 佑子 （東海大学医学部 基盤診療学系 衛生学公衆衛生学） 

絹川 千尋 （株式会社産業医システムズ） 

澤島 智子 （東海旅客鉄道株式会社） 

松岡 朱理 （HOYA 株式会社） 
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Ａ．目的 

女性労働者が就労継続するにあたって

は、女性特有の症状が課題となることが

ある。特に就労世代が抱えやすい女性特

有の症状としては、月経、月経中の健康、

更年期前後の健康が挙げられる。 

1986 年の男女雇用機会均等法施行以来、

企業は女性労働者を積極的に受け入れる

ようになり女性の社会進出が進んだ結果、

2022 年度には女性労働力人口は 3,096 万

人まで増加した。女性特有の健康課題と

仕事の両立のニーズは高まっており、こ

れに対応すべく、2015 年には女性活躍推

進法が、2023 年 6 月には女性活躍・男女

共同参画の重点方針 2023（女性版骨太の

方針 2023）が閣議決定され、生涯にわた

る健康支援について述べられた。しかし、

本邦の多くの企業・職場では、いまだ男性

労働者を主体としていた時代に設計され

た設備や制度が続いている状態があり、

必ずしも女性特有のニーズが満たされて

いるとは言えず、今後さらなる社会的な

取り組みの必要性がある。 

特に、更年期症状は身体的および精神

的な負担を引き起こし、女性労働者に働

きにくさをもたらすものの、職場による

具体的な介入や配慮に関する実証的な知

見は限られている。最近のレビュー報告

では、更年期症状の改善が示された職場

ベースの介入の報告はあるが（Rodrigo 

CH, 2023）、更年期症状を経験している女

性の職務能力の改善が示された職場での

介入は存在しない（Dennis N, 2023）。

Cronin らによる過去 10 年間の文献調査

では、女性を支援する健康関連サービス

がほとんどないことが報告されている

（Cronin,2021）。 

そこで、女性労働者が就労の質を一定

程度保ちながら働きやすい環境整備を目

指す両立支援の観点から、更年期症状に

対する職場の取り組みに関するスコーピ

ングレビューを実施した。 

 

Ｂ．方法 
１）PubMedを用いて検索した。 

（検索日: 2024年 12月 6日） 

検索用語には更年期症状と職場環境に

関連する文献を包括的に収集できる Mesh

を採用した。ポリシーや施策、教育、職場

調整や配慮、産業医及び産業保健スタッ

フによる活動等に焦点を当てた単語も検

索用語に含めた。 

検索式は、以下のように設定した。 

("Menopause"[Mesh] OR menopause OR 

"perimenopause" OR "postmenopause") 

AND ("Employment"[Mesh] OR employment 

OR "Workplace"[Mesh] OR workplace OR 

work OR job) AND (("Support, 

Psychosocial"[Mesh] OR psychosocial 

support OR workplace support OR 

"Workplace Policy"[Mesh] OR workplace 

policy OR workplace education OR 

"Occupational Health Services"[Mesh] 

OR occupational health OR 
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occupational health staff OR "Self 

Care"[Mesh] OR self-care OR "Patient 

Education as Topic"[Mesh] OR 

education OR "Health Personnel"[Mesh] 

OR healthcare professionals OR 

"Physicians"[Mesh] OR physicians OR 

stigma OR workplace stigma OR 

"Workplace Adjustment" OR "Workplace 

Accommodation")) 

 

２）研究者 4 名が独立して事前に決めた

基準に従って文献を選抜した。 

包含基準は、以下のように設定した。 

・ 更年期症状を持つ女性が対象 

・ 就労者または職場が対象 

・ 職場が取るべき支援策に関する知

見を含む 

・ 英語文献 

除外基準は、以下のように設定した。 

・ 更年期症状を持つ女性が対象でな

い 

・ 就労者または職場が対象でない 

・ 職場が取るべき支援策に関する知

見を含まない（社会人口学的特徴、

症状や治療、QOL評価の知見に留ま

る） 

・ 英語以外の言語の文献 

・ レビュー論文 

・ レターやオピニオンなどの実証的

データを含まない文献 

 

 

Ｃ．結果 

 検索の結果 1128件の文献が得られ、選

抜によってタイトルで 219 件、要約及び

全文で英語論文 49件を特定した。 

 

 研究の種類 

研究の種類は、横断研究 20件、質的研

究 10 件、RCT 3 件、RCT 以外の介入研究

3件、コホート 3件、混合研究 3件、その

他 7件であった。 

 

 職場が取り組むべき配慮や支援 

更年期症状に対して職場が取り組むべ

き支援や配慮に関する知見として、３つ

のテーマに分類し、整理された。 

以下、テーマごとに得られた知見を示

す。 

 

テーマ１. 職場が取るべき支援策 

職場が取るべき支援策として挙がった

のは以下の内容である。 

・ 職場の更年期ポリシーの策定または

健康ポリシーへの包含 

Targett Rらによる 2022年での自

治体職員を対象とした質問紙調査で

は、「更年期に関するポリシー」を明

確に制定していない場合でも、職場

全体の健康・福祉戦略に更年期障害

も統合してアプローチする方針を採

用している組織で、更年期に関する

ポリシーを持つ組織と同様の経験が

報告された 3)。包括的な健康ポリシー
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の策定の必要性が示唆された。 

Brown Sらによる 2023年英国での

女性救急隊員を対象とした質的研究

では、一般的な更年期に関するポリ

シーは事務職員にしか適していない

という批判と、最前線で患者と接す

るスタッフにはこのポリシーが無関

係な状況があるため職務の性質に応

じたポリシーが必要であることが、

報告された 38）。職務や職責の性質を

鑑みて、職場で取り残される従業員

がいないような健康ポリシーの策定

が望まれることが示唆された。 

 

・ 既存の産業保健体制やメンタルヘル

ス対策支援の強化 

Ariyoshiらによる 2008年日本での

ケースレポートでは、日本企業にお

ける女性向け健康支援システムの開

発について報告した 31）。女性労働者

全員が働きやすくなることを目的に、

産業保健職が中心となって、産業医

や社外の専門アドバイザー、安全衛

生委員会、セクハラ対策委員会、人事

部等の協力を得て、女性特有の健康

不安を含めたメンタルヘルスの維持

と促進を図る健康マネジメント体制

を構築した 31）。また、同著者による

2009 年の本介入プログラムの評価に

よる報告では、介入によって更年期

症状の訴えの減少（5人→0人）を認

めたものの、更年期障害とメンタル

ヘルスの問題を鑑別することが必ず

しも容易ではないことが明らかにな

った 42）。既存の産業保健体制やメン

タルヘルス対策・支援を強化するこ

とで、更年期障害にも対応できる可

能性が示唆された。 

オランダでは病気休暇証明を産業

医が行う。Geukes Mらによる 2020年

のオランダでの産業医を対象とした

横断研究では、産業医の大多数が更

年期症状による Presenteeismへの影

響（86.5％）、病気欠勤への影響

（91.4％）を認識しているものの、更

年期症状と労働能力の関係の評価

（16.9％）や、欠勤評価の文脈での更

年期障害の診断（62.5％）に困難に感

じていた 7）。その背景として 56.6％

の 産業医が職場で更年期について

話すことがタブーであることを認め

ていた 7）。産業医の更年期に対する前

向きな姿勢（OR 1.11, 95%CI  1.02-

1.20）と正確に診断できる自信(OR 

1.22, 95％CI 1.14-1.31)が、病気休

暇認定における更年期の診断レベル

の高さと有意に関連していた 7）。産業

医が職場の更年期障害への理解を深

め、積極的に関与する必要性が示唆

された。 

Geukes Mらによる 2023年オランダ

での非ランダム化試験では、更年期

による仕事への影響に関するワーク

ショップに参加した産業医が自身の
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担当する職場で部門ごとの上司と女

性労働者、管理職と人事スタッフを

対象に教育ワークショップを実施し

た 13）。（効果の詳細は他の項（上司へ

の教育、当事者への教育）に後述する）

まずは、職域の産業医及び産業保健

職が、更年期障害に関する理解を深

められるような広報活動や研修の展

開が必要だ。また、産業医及び産業保

健職が、更年期障害に関する積極的

な職場教育や啓蒙活動を展開する役

割を担うことが望まれる。 

 

・ Presenteeism の評価 

Oude Hengel らによる 2023年オラ

ンダでの横断調査では、更年期障害

を時々経験する女性（B = -0.54、95％

CI -0.84：-0.24）と頻繁に経験する

女性（B = -1.15、95％CI -1.49：-

0.81）は、症状のない女性と比較し、

労働能力が低いことが報告された 1)。

また、本人の自己評価においても、症

状を時々経験する場合（OR = 1.88、

95 % CI 1.04: 3.41）や、頻繁に経験

する場合（OR = 4.86、95 % CI 2.62: 

9.04)では、症状がない場合に比べて、

自己評価による健康状態が悪い可能

性が高いことが示された 1)。更年期

障害を有する女性を含む労働者の労

働機能障害の評価の必要性が示唆さ

れた。 

Ishimaru Tらによる 2023年日本で

の横断研究では、重度の更年期症状

を有する女性は、症状のない女性と

比較して、プレゼンティーイズムの

オッズが 12.18倍（95%CI 9.09-16.33、

P < 0.001）高かった 48)。すべての更

年期障害を持つ女性が、症状による

仕事のパフォーマンスへの影響を有

しているわけではなく、個別の対応

が必要である可能性が示唆された。 

Filipa M.B. Lãらによる 2022年ス

ペインでの研究では、更年期の声を

使用する仕事（例：教師、歌手、アナ

ウンサーなど）への影響を評価する

ために、自己評価尺度「Menopausal 

Voice-Related Work Limitation 

Scale（MenoVWL）」を開発・検証した

47）。更年期前後のグループ比較では、

更年期後の群で声による仕事制限の

自己評価スコアが有意に高いことが

示された 47）。更年期症状による作業

遂行能力への影響を個別に評価でき

ると、一時的な作業減免の措置を検

討しやすくなる可能性が示唆された。 

 

・ 休みを取りやすい勤務形態や制度 

O'Neill MTらによる 2023年アイル

ランドの横断研究では、更年期障害

の症状緩和に最も効果的と評価され

たのは、更年期に関する管理者の認

識(29％)と柔軟な勤務時間（29％）で

あった 14)。更年期障害を持つ労働者

に対して、柔軟な勤務時間や形態の
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必要性が示唆された。 

Hickey Mらによる 2017年オースト

ラリアでの横断研究では、症状のあ

る女性に対して雇用主ができる支援

の提案に対し、柔軟な勤務時間（ジョ

ブシェアリング、医療受診のための

休暇、定期的な休憩を含む）（58％）、

が挙がった 16）。更年期症状を持つ労

働者にとって、休みがとりやすいジ

ョブシェアリングや通院のための休

暇は、ニーズが高い配慮であること

が示唆された。 

 

・ 騒音、換気等の作業環境の改善 

Ma Lらによる 2023年中国での自然

閉経を早める職業上の危険を特定す

る横断調査では、考えられるすべて

の職業上の危険（異常な作業負荷、芳

香族化合物への曝露、過度の騒音）を

含めて解析したところ、統計的に有

意であったのは騒音（HR = 1.187、p  

= 0.003）のみであった 2)。女性労働

者に対する騒音への曝露低減の必要

性が示唆された。 

O'Neill MTらによる 2023年アイル

ランドの横断研究では、勤務時間の

50%以上の時間ホットフラッシュに

よって作業に影響を受けていること

と、温度・換気の制御との間には有意

な関連が認められた（χ2 （ 6）= 23.0、

p  = 0.001）14)。ホットフラッシュ症

状を有する労働者に対し、温度や換

気の調整の必要性が示唆された。 

一方で、Stuckey BGAらの 2018年

の症例報告では、ほてりやホットフ

ラッシュに対する職場配慮によって

生じた周囲への有害な影響を報告し

た 32）。寒冷蕁麻疹は重篤で、生命を

脅かす可能性のある疾患であるが、

報告症例では、閉経後の同僚が血管

運動神経症状を軽減するためにエア

コンの温度を下げたことで、寒冷蕁

麻疹が悪化した 32）。ホットフラッシ

ュには自由な温度調整が有効である

が、周囲の同僚、職場全体への影響も

考慮すべきである。 

Hickey Mらによる 2017年オースト

ラリアでの横断研究では、症状のあ

る女性に対して雇用主ができる支援

の提案に対し人気の高い順に、温度

調整（72%）、柔軟な勤務時間（58％）、

健康な老化に関するセミナー（50%）、

柔軟な勤務スペース（例：在宅勤務、

異なるオフィススペースへの移動な

ど）（50%）、身体運動プログラム（46%）、

デスクファン（45%）、であった。16）。

更年期症状を持つ労働者にとって、

特に、温度を調整できる配慮や、デス

クファンを置ける配慮、在宅勤務や

柔軟な勤務スペースへの配慮は、ニ

ーズが高い配慮であることが示唆さ

れた。 

Hammam RAらによる 2012年エジプ

トでの質的研究では、更年期障害の
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症状を悪化させる可能性のある労働

環境と職場の設計要因を尋ねたとこ

ろ、劣悪な物理的環境が最大の問題

（91.6%）であり、次いで狭い空間・

混雑（84.7%）、不十分な衛生・休憩・

リフレッシュ施設（83.2%）、劣悪なワ

ークステーションの設計（63.4%）で

あった 21)。 

 

・ トイレや更衣室などのリフレッシュ

空間の拡充 

O'Neill MTらによる 2023年アイル

ランドの横断研究では、更年期障害

の症状緩和に最も効果的と評価され

たのは、更年期に関する管理者の認

識(29％)と柔軟な勤務時間（29％）、

温度・換気制御（13%）、アクセスし

やすいトイレと飲料水（9%）、更年期

に関する情報（9%）、軽量のユニフォ

ーム（8%）が続いた 14)。休憩所の利用

可能性は最も重要でないと評価され

た（3%）14)。更年期障害を持つ労働者

にとっては、他の労働者と同様に、リ

フレッシュ空間は常時必要なもので

はないと考えられるが、症状が強い

時に一時的に凌ぐ際に、速やかにア

クセスでき、快適に利用できるとよ

いと考えられる。 

 

・ 健康増進プログラム（運動、禁煙、受

動喫煙防止） 

Hammam RAらによる 2012年エジプ

トでの質的研究では、職場での健康

促進（ 90.8%）と職場環境の改善

（64.1%）が最も多く挙げられた 21）。

更年期障害を含む健康増進プログラ

ムについて、ニーズがある可能性が

示唆された。 

Verburgh Mらによる 2022年オラン

ダで行われた病院職員に対する単群

前後比較した介入 Pilot研究では、社

会経済的地位の低い中年期女性とい

う、最も支援が必要な集団のひとつ

と考えられる対象に、健康促進プロ

グラムを実施するプロトコルが開発

された 15）。参加のためには、積極的な

幅広い募集活動が必要であること、

中年期女性の健康に関して職業上の

課題であるという認識が組織レベル

で自明であること、個別でよりもグ

ループでのトレーニングの希望が多

かったこと、身体トレーニングの種

類が柔軟な形式であること（筋力、ウ

ォーキング）、勤務時間内か外か、女

性の専門家の配置（西洋以外の出身

女性は男性の専門家とデリケートな

話題を好まない）について、よく検討

する必要性が示唆された 15）。女性労

働者に対する職場の健康増進プログ

ラムでは、更年期前後の課題を包括

するプログラムである必要性が示唆

された。 

Hickey Mらによる 2017年オースト

ラリアでの横断研究では、症状のあ
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る女性に対して雇用主ができる支援

の提案の中で、健康な老化に関する

セミナー（50%）身体運動プログラム

（46%）が支持された 16）。更年期症状

を持つ労働者にとって、職場での健

康増進プログラムは、ニーズが高い

取り組みであることが示唆された。 

Fleming LEらによる 2008年 USに

よる横断研究では、3 つの人種（黒人、

白人、ヒスパニック系）すべてにおい

て、喫煙と家庭・職場での受動喫煙

(SHS)の両方で早期閉経のオッズが

上昇しており、喫煙と家庭・職場での

受動喫煙は早期閉経の有意なリスク

因子であった 17）。SHS 曝露のある非

喫煙者と SHS 曝露のない非喫煙者

を比較した場合、黒人ではオッズは 

6.65倍上昇、白人ではオッズが 1.25

倍上昇、ヒスパニック系では 19.08倍

上昇した 17）。職場での受動喫煙対策

や禁煙を促進するプログラムは、早

期閉経予防の観点からも必要である

ことが示唆された。 

Kocur Pらによる 2017年ポーラン

ドでのノルディックウォーキング

（スキー用ポールに似た専用のポー

ルを使いながら歩く運動）が閉経後

女性オフィスワーカーの上半身筋群

に与える効果を検証したランダム化

試験では、12 週間のノルディックウ

ォーキング・トレーニングプログラ

ム（週 3回、1時間）によって、筋肉

の知覚痛覚閾値において有意な増加

が認められた（僧帽筋上部（1.32 

kg/cm 2から 1.99 kg/cm 2へ）、僧帽

筋中部（2.92 kg/cm 2から 3.30 kg/cm 

2へ）、広背筋（1.66 kg/cm 2から 2.21 

kg/cm 2へ）、棘下筋（1.63 kg/cm 2

から 2.93 kg/cm 2へ））44）。上半身の

柔軟性においても、有意な改善が認

められた（介入群：-1.16±5.7 cm か

ら 2.18±5.1 cm、対照群：-2.52±6.1 

cmから-2.92±6.2 cm）44）。上半身を

使った歩行トレーニングの機会を職

場で提供すると、閉経後の肩こりの

改善が期待できることが示唆された。 

 

・ 管理職への教育（更年期の知識、意

識・理解の向上、適切な対応、コミュ

ニケーション、同僚からの支援の促

進） 

O'Neill MTらによる 2023年アイル

ランドの横断研究では、更年期障害

の症状緩和に最も効果的と評価され

たのは、更年期に関する管理者の認

識(29％)と柔軟な勤務時間（29％）で

あった 14)。職場で影響している更年

期障害の症状について上司と話し合

うことについて、既に話し合ったの

は 13％しかおらず、6％はまだ話し合

っていないが話し合う予定、31％は

話し合ってみたいが話し合うことに

抵抗があると答えた 14)。労働者が更

年期症状を上司に率直に申し出られ
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るような、更年期に関する上司の理

解の重要性が示唆された。管理職へ

のトレーニングが最優先で推奨され

ることが裏付けられた。 

Cronin Cらによる 2024年の組織に

関するケーススタディでは、管理職

は、従業員を支援するために、更年期

に関連する問題について従業員から

サポートを求められた経験があると

答えた上司はわずか 6%にとどまった

ことが報告された 4)。管理職は、正式

な研修ではなく、更年期に関する個

人的な知識や経験を活用し、対応し

ていた 4)。自身の更年期の経験が乏し

い管理職では、まずは更年期を経験

した同僚に助けを求めていると報告

した 4)。更年期障害への理解や支援を

促すことを目的とした、従業員と管

理者の両方からアクセスしやすい形

式のトレーニングや、支援の仕組み

の必要性が示唆された 4)。 

Griffiths Aらによる 2013年英国

での横断研究では、参加者の 4分の 1

（24.9%）は、直属の上司に更年期障

害の症状について話し合ったことが

あり、話し合ったことがない女性（n  

=  496）で最も頻繁に報告された非

開示の理由は、「プライベートなこと」

（62.1%）、「仕事に影響がない」

（42.7%）、「直属の上司が男性である」

（41.9%）、「恥ずかしい」（31.7%）、「直

属の上司のことをよく知らない」

（28.6%）、「直属の上司の方が若い」

（15.3%）であった 5）。62.1%は男性の

直属の上司がおり、84%は自分より年

下の直属の上司がいたと報告した 5）。

また、更年期障害に対する職場での

調整や雇用主による支援策について、

最も効果的と評価されたのは「更年

期障害が健康問題になる可能性があ

るという経営者の認識」（74.3%）、次

いで、「柔軟な勤務時間」（63.5%）、「更

年期障害と職場での対処に関する雇

用主からの情報/アドバイス」（57.4%）

が高評価を得た 5）。雇用主の理解が、

職場環境を整える上で重要であるこ

とが示唆された。 

Prothero LSらによる 2021年英国

での調査では、約 21%の人が更年期症

状により仕事を休む必要があったが、

そのうち半数は上司に正直に理由を

伝えていなかった。職場で十分な支

援を感じていると答えたのはわずか

12%だった 45）。その理由として、恥ず

かしさやタブー感、職場の理解不足、

ネガティブな評価への恐れから、報

告がためらわれていた 45）。 

Bariola Eらによる 2017年オース

トラリアでの横断研究では、上司か

らのサポートが高いこと（β = -0.10、

P = 0.04）は、更年期症状の報告率が

低いことと独立して関連していた 10）。

更年期症状のコントロールには、上

司からのサポートが有用である可能
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性が示された。 

Sawamotoらによる 2024年日本での

横断研究では、会社からの支援を必

要としていたが受けられていない人

は、支援を受けている人に比べて、更

年期症状が中等度以上であるリスク

が約 2.8 倍と有意に高かった（OR 

2.83, 95%CI: 1.38-5.79, P=0.004）

35）。更年期症状を持つ女性労働者に、

必要としている配慮や支援を提供す

ることは、症状悪化防止に有用であ

る可能性が示唆された。 

Schei TSらによる 2023年イギリス

での後ろ向き観察研究では、上司か

らサポートされていると感じると、

仕事を減らしたい/辞めたいという

考えを持つ可能性が弱まる(B -0.05, 

OR 0.95, 95%CI 0.91-0.99, t -2.46, 

p <0.001)ことが示された。上司から

のサポートは、更年期障害を持つ労

働者の就労継続にも有用である可能

性が示された 12）。 

Geukes Mらによる 2023年オランダ

での非ランダム化試験では、更年期

による仕事への影響に関するワーク

ショップに参加した産業医が自身の

担当する職場で部門ごとの上司と女

性労働者、管理職と人事スタッフを

対象に教育ワークショップを実施し

たところ、介入 12週間後、介入群の

女性は、対照群よりも自分の組織が

更年期に配慮していると感じた

（95％CI 0.21-1.41、p  = 0.009）13）。

更年期症状に必要な職場の理解や対

応に加えて、当事者へのセルフケア

についても、上司や人事にも教育す

ることで、更年期障害に関連した仕

事の課題を改善するための職場環境

調整を行う対応が身につくことが期

待される。 

Hardy Cらによる 2019年英国での

ラインマネージャーを対象とした更

年期啓発研修の単群前後比較試験で

は、更年期に関する知識・信念・態度・

自信・職場の同僚と話す意思・行動の

すべてで効果を得た 25）。態度「職場で

更年期の話題を話すこといが恥ずか

しくない」と回答したのは、研修前で

は 56%（そのうち 22.4%が強く同意）

であったが、研修後では 75.8%まで大

幅に増加した（そのうち 33.9%が強く

同意）。研修 4 週後でも、83.6%（そ

のうち強く同意は 37.7%）でと維持さ

れた 25）。自信「職場で更年期について

有益な形で話せる自信がある」と回

答した者は、研修前では 58.1%であっ

たが、研修後では 95.2%(そのうち

50.0％が強く同意)まで大幅に増加

した。職場の同僚と話す意思「部下や

同僚と更年期について話し合う意向

がある」と回答したのは、研修前では

37％であったが、研修後はこの意向

への同意が 69.4％まで有意に増加し

た 25）。行動「過去 4 週間以内に職場
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の誰かに更年期について話した」管

理職の総数は、研修前 47.4%、研修後

49.1%と有意な差は認められなかっ

たが、研修前では話したことがなか

った 30名の管理職のうち、10名が研

修後 4 週間以内に話していた 25）。な

お、研修プログラムは、オンラインに

よる 8 テーマの動画（更年期を知る

意義、更年期とは、更年期の働く女性

への影響、更年期が職場で重要な課

題である背景・理由、具体的にできる

支援、インタビューと会話の例、個人

的な体験談）の視聴、確認テストであ

った。管理者研修によって、更年期に

対する知識・態度・コミュニケーショ

ンの向上が図れる可能性が示唆され

た。 

Hardy Cらによる 2017年英国によ

る質的研究では、閉経前後の就労女

性に自由記述式のオンラインアンケ

ートをし、雇用主や管理者が何をす

べきかを探索した 36)。具体的な内容

を以下に示す。：雇用主/管理者の意

識（更年期に関する知識、物理的な作

業環境（具体的な提案には換気と温

度調節の改善、冷たい飲料水の容易

な提供、デザイン性が高くサポート

力のある座席、卓上扇風機、休憩エリ

ア、トイレへのアクセスなど）、適切

な生地を使用したカジュアルでゆっ

たりとしたスタイルの制服、涼しい

履物の許可））、雇用者/管理者のコミ

ュニケーションスキルと行動（共感

的であること、敬意を払う、無理じい

しない、オープンな質問をする、個人

的に会話し開示の許可ない限り秘密

にする）、望ましくない行動（見下し、

無能扱い、軽薄な態度や冗談、笑い、

話し合いを避ける嫌がらせや罰、批

判的断定的態度）、雇用主のポリシー

（病気による欠勤ポリシー、柔軟な

勤務時間、必要に応じて休憩、職務の

一時的な調整、仕事の調整を行う話

し合い、女性管理職）研修と意識向上

36)。本研究結果には上記のように多岐

にわたるカテゴリの要素が含まれて

いたが、参加者からの声に留まるた

め、本カテゴリのみに分類した。更年

期障害を持つ女性が働きやすい環境

を整備する為には、管理職のみなら

ず雇用主にも研修や啓発が必要であ

ると考えられた。 

Brown Sらによる 2023年英国での

女性救急隊員を対象とした質的研究

では、「女性蔑視的」、「旧態依然とし

た社会」、「男尊女卑的」、「男性優位」、

「家父長的」な男性管理職の態度や

行動があると、更年期に対するサポ

ートを求めづらいことが報告された

38）。更年期症状について相談しやすい

関係性の構築には、管理職へのジェ

ンダー教育の必要性が示唆された。

特に、未だ男性の割合が多い業種や

職種ではその必要性が高いと考えら
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れる。 

 

・ 当事者への教育（更年期の知識、セル

フケア、受療行動、情報提供） 

Verburgh Mらによる 2020年オラン

ダで行われた病院職員に対する介入

研究では、更年期に対する個別教育

プログラムを行ったところ、プログ

ラム参加後、更年期症状に関する総

スコア（GCS）は有意に減少した 18）。

サブスケールについて、Anxiety と

Sexual dysfunction を 除 く

Psychological, Depression, 

Somatic, Vasomotorの 4つで、プロ

グラム参加後に有意に減少した 18）。

生活の質のスコアに変化なく、労働

能力の改善はあったが、統計的に優

位ではなかった 18）。プログラムの内

容について示す 18）。：まず更年期相談、

続いてワーク・ライフ・コーチング・

セッションと身体トレーニング・セ

ッションを同時に実施し、最後に 2回

目の更年期相談が行われた。更年期

相談では、更年期の症状についての

教育、症状が仕事や私生活にどう影

響するか、症状を軽減または対処す

るにはどうすればよいかということ

に重点が置かれていた。更年期ホル

モン療法を検討している参加者は、

婦人科医や、専門医に紹介可能なか

かりつけの医師に紹介された。健康

的な食習慣、身体活動の重要性も説

明され、健康診断（体重、身長、血圧、

ウエスト周囲径）の結果が話し合わ

れた。職場での更年期に関する個別

の教育や相談によって、更年期症状

のコントロールができる可能性が示

唆された。 

Targett Rらによる 2022年での自

治体職員を対象とした質問紙調査で

は、66.1%がかかりつけ医の診察で、

10.7%が代替医療の専門家の診察で

更年期障害に関する助言を求めてい

た 3）。他にも 49.6%がウェブや本から

更年期障害に関する情報を自ら取得

したが、9.1%が友人や家族などにア

ドバイスを求め、4.1%が NICEガイド

ラインを参照していた 3）。15.7%は助

言や情報にアクセスしていなかった

3）。職場で更年期障害に関する情報を

提供していると回答したのは 20％に

留まり、85％が職場でこの情報を提

供してもらいたいと回答した 3）。更年

期障害に関する情報提供や受診勧奨

を、職場でも推進していく必要性が

示唆された。 

Hardy Cらによる 2018年英国での

職場介入によるランダム化比較試験

では、ホットフラッシュや寝汗（HFNS）

で悩む就労女性に自己管理型認知行

動プログラムの小冊子を利用したと

ころ、対照群に比べて、HFNS による

問題評価スコアは、6 週後(  −1.49; 

95% CI, −2.11 to −0.86; P < 0.001)、
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20週後 (−1.09; 95% CI, −1.87 to 

−0.31; P < 0.01)で有意に改善した

30）。小冊子の内容について、以下に

示す。：更年期と HFNS についての心

理教育（Psychoeducation）、更年期の

身体的・心理的変化の理解、HFNS が

起こるメカニズムとそれに対する捉

え方の見直し、ストレス管理、ストレ

スが症状を増悪させるメカニズム、

ストレス軽減のためのアプローチ

（例：リラクゼーション、計画性）、

呼吸法とリラクゼーション、ホット

フラッシュの発症時に有効な呼吸・

筋弛緩法、音声付き CDでの実践サポ

ートあり、認知と行動の再構成、ネガ

ティブな思考の特定と「思考の再評

価」、行動の変化を通じた自己効力感

の向上、個別のゴール設定と週ごと

の振り返り課題について、情報提供

やワークシートを収載している。「更

年期」という単語を表紙から削除し

抵抗感を軽減する工夫、アドバイザ

リーチームによるデザインと実用性

の工夫も行っている 30）。短期間で指

導無しの小冊子での職場での教育で

も、更年期症状を改善し、仕事への影

響を軽減できる可能性を示唆した。 

Bariola Eらによる 2017年オース

トラリアでの横断研究では、職場の

温度を制御できること（β = -0.11、

P = 0.02）は、更年期症状の報告率が

低いことと独立して関連していた 10）。

更年期症状のコントロールには、職

場温度の自由な調整が有効である可

能性が示された。 

Geukes Mらによる 2023年オランダ

での非ランダム化試験では、更年期

による仕事への影響に関するワーク

ショップに参加した産業医が自身の

担当する職場で部門ごとの上司と女

性労働者、管理職と人事スタッフを

対象に教育ワークショップを実施し

たところ、介入 12週間後、症状管理

に対する自己効力感（ CDSES-33 で

測定）は介入群の方が対照群よりも

高くなった（それぞれ 6.52（SD 1.45）

対 5.84（SD 1.51）、調整平均値の差

は 0.75（95%CI 0.03-1.46、p = 0.040））

13）。介入群の女性は更年期に関する知

識について平均 7.5 点を付けたが、

これはベースライン調整後、対照群

よりも 0.7点高かった（95％CI 0.26-

1.15、p  = 0.002）13）。当事者への教

育によって、更年期による仕事の課

題を改善するために職場環境調整を

行う自信（自己効力感）を持てるよう

になる。この際、職場上司にも教育内

容を共有されたことで、オープンな

議論や率直な申し出ができる雰囲気

が醸成された可能性もある。尚、本研

究では、プレ更年期女性の参加促進

には課題が残っているとしている。 

Cronin Cらによるデジタル介入を

模索した複数国にまたがる質的研究
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では、デジタル介入（症状、運動、食

事、月経周期、睡眠、気分など、様々

な指標を追跡）によって、潜在的な傾

向を特定し、ライフスタイルの変更

や介入の意思決定を支援するための

フィードバックを当事者に提供でき

る可能性が示唆された 22）。 

Schei TSらによる 2024年英国の後

ろ向き観察研究では、雇用主が提供

するデジタル更年期健康アプリケー

ションを利用したユーザーは、時間

の経過とともに更年期症状の重症度

が大幅に減少した 33）。アプリのサー

ビス内容を示す 33）。：専門家によるチ

ャットやビデオ通話の個別サポート、

セルフモニタリング機能、教育コン

テンツの提供、生活習慣改善の提案、

職場サポートにも対応（マネージャ

ーへの教育コンテンツ）。就労女性の

更年期症状管理において、個別化さ

れたデジタルソリューションの有用

性が示唆された。 

Kalmbach DA らによる 2019年米国

での更年期の不眠症に対するランダ

ム化比較試験では、不眠症の重症度

ISIスコアは、睡眠衛生教育による介

入に比べて、睡眠制限療法による介

入で平均 6.56 ポイント減少（ p 

< .001）、認知行動療法による介入で

平均 7.70ポイント減少（p < .001）

し、有意に大きな改善を示した 24）。認

知行動療法では、治療後 54%、6か月

後 84%が寛解と最も高い寛解率を示

した 24）。仕事のパフォーマンスにお

いても、認知行動療法と睡眠制限療

法の両群で WPAI スコア（ Work 

Productivity and Activity 

Impairment）が有意に改善し、特に疲

労感の軽減、活力の向上、眠気の減少、

仕事の生産性の改善が見られた 24）。

加えて、認知行動療法では、感情的な

健康と身体的・感情的問題への回復

力が有意に改善された 24）。6か月後の

平均睡眠時間の増加は、認知行動療

法群で最も大きく、他の群に比べ 40

〜43 分長くなった 24）。更年期の睡眠

障害に対しては、認知行動療法をは

じめとした医療的介入が効果的であ

り、職場から当事者に適切な受療を

促す重要性が示唆された。 

Geukes Mらによる 2019年後ろ向き

コホートパイロット研究では、更年

期クリニック初診後 3-9 か月後、仕

事能力 WAI スコアの中央値が約 4 ポ

イント向上し（初診時 M = 30.73, 

SD = 6.42 、 追 跡 時  M = 34.86, 

SD = 5.98）、仕事能力の改善が認め

られた 29）。更年期症状を緩和する治

療は、更年期症状の改善と仕事能力

の向上につながる可能性があり、職

場でも積極的な受診勧奨が望まれる

ことが示唆された。 

Hobson Gらによる 2024年英国での

質的研究では、脳の霧（記憶力低下）、
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夜間の発汗、集中困難、不安、筋肉痛

といった更年期症状に対して、ホル

モン補充療法をめぐる主治医とのや

り取りの課題について報告された 41）。

具体的には、ホルモン補充療法を希

望しても副作用等のリスクの懸念か

ら処方を忌避されたり、抗うつ薬を

優先的にすすめられたりすることも

あった 41）。更年期症状に対して適切

な受療（専門医・専門医療機関を受診）

ができるような支援の必要性が示唆

された。 

Griffiths Aらによる 2013年英国

での横断研究では、更年期症状があ

る際に仕事を続けながら個人が行っ

ている対処法として最も有効とされ

た戦略は「涼しくするための行動

（例：扇風機をつける、窓を開ける、

外に出る）」（95.5%）であった 5）。次

いで、「更年期を迎えている、または

更年期を経験した他の女性と話す」

（93.5%）、「適切な衣服（重ね着）を

着用する」（92.4%）、「元気をだそう/

物事を前向きに見るようにする」

（92.3%）、「更年期についての詳しい

情報を得る」（91.2%）も有用と評価さ

れた。一方で、「働き方の変更（例：

フレックスタイム勤務/勤務時間の

短縮）」（56.3%）、「仕事を休む」（54.4%）

は、比較的役立つと感じる割合が低

かった 5）。当事者自身が環境調整や前

向きな姿勢を維持し、周囲とのコミ

ュニケーションをとれるよう支援す

ることの重要性が示唆された。 

 

・ 経験を共有できるツールや研修 

Cronin Cらによるデジタル介入を

模索した複数国にまたがる質的研究

では、デジタル介入（アプリやチャッ

ト）による他者と交流によって、他者

から学び、孤立感や孤独感を感じる

ことなく、更年期に関する現実世界

の経験に共感する可能性のあること

が報告されている 22）。 

Edwards ALらによるポッドキャス

トを用いた更年期経験の共有に関す

る質的研究では、女性が更年期障害

の経験について学び、女性コミュニ

ティへの帰属意識を高め、自分の人

生を変える力を得るのに役立ったこ

とを報告した 34）。ポッドキャストを

通じてストーリーを共有することは、

女性を教育し、更年期障害に関連す

る広範な偏見を軽減するための、ア

クセスしやすく影響力のある媒体と

なる可能性が示唆された 34）。 

Hobson Gらによる 2024年英国での

質的研究では、職場内での更年期に

関するサポートを目的とした非公式

な交流の場として、メノポーズカフ

ェを設置し、自由に自分の経験を共

有し心理的な支えを提供しあうこと

の有用性が報告された 41）。職場で更

年期に関するピアサポートの場を設
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ける必要性が示唆された。 

 

・ 更年期を含む健康をオープンに議論

できる雰囲気や組織風土 

Viotti Sらによる 2020年イタリア

での横断調査では、更年期女性では

健康志向の組織風土が作業能力に有

意な正の影響を及ぼすこと（β = 

0.12、p = 0.0001）が示された 46）。

尚、使用された尺度は Gragnano ら

（2017）による Work–Health Balance 

Questionnaireで、健康志向の組織風

土のサブスケールは、「スタッフの健

康はこの組織にとって優先事項であ

る。」「組織のトップマネジメントは

従業員の健康に配慮している。」「職

場の環境は、従業員が健康的に働け

るよう配慮されている。」「健康問題

について従業員が安心して話せる環

境がある。」「組織は従業員の健康保

持・増進のための取り組みを行って

いる。」の 5項目である。健康に前向

きな風土があると、更年期症状があ

っても労働能力向上する可能性が示

唆された。 

Beck Vらによる 2020年英国での横

断研究では、45.8%が職場で自分の更

年期について開示したと回答した 6）。

また、大多数が職場で更年期の情報

が提供されることを希望しているに

もかかわらず、職場で更年期に関す

る情報が提供されていると答えたの

は 20%未満であった 6）。職場での更年

期に関するタブーをなくす必要性が

強調されていた。 

Targett Rらによる 2022年での自

治体職員を対象とした質問紙調査で

は、民族性でのタブーの違いがある

という可能性が示され、更年期を経

験する労働者が結果として恥ずかし

さを感じないように、職場で更年期

についてよりオープンに教育する必

要があることが提言されている 3)。 

Cronin Cらによる 2024年の組織に

関するケーススタディでは、従業員

が普段から同僚や上司の両方からサ

ポートを受けていると感じ、47%が

「仕事上の問題についてはいつでも

上司に相談できる」と回答している

ような組織であっても、更年期に関

連する問題について従業員からサポ

ートを求められた経験があると答え

た上司はわずか 6%にとどまったこと

が報告された 4)。組織に「更年期につ

いては我慢するしかない」という文

化が存在することがあり、職場で更

年期についての会話を促進する必要

性が提言されている 4)。 

Schei TSらによる 2023年イギリス

での後ろ向き観察研究では、本人が

更年期症状を直属の上司に伝えるこ

とへの自信があることは、仕事を減

らしたい/辞めたい考えを持つ可能

性を弱める (B -0.21, OR 0.81, 
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95%CI 0.68-0.98, t -2.19, p 

<0.001)一方で、欠勤の可能性は高ま

る(B 0.36, OR 1.43, 95%CI 1.30-

1.57, t 7.36, p <0.001) 可能性が

示された 12）。自分の更年期の状態を

オープンにできる職場環境であれば、

仕事を辞めずに済み、症状悪化で必

要なときに休みも取りやすい、と期

待する。 

Hammam RAらによる 2012年エジプ

トでの質的研究では、27.5%が職場で

更年期障害の状態や症状を明らかに

していたが、72.5%は明らかにしてい

なかった 21）。開示の相手としては職

場の同僚が好まれたが、管理者/監督

者は好まれなかった 21）。開示する主

な理由は、他の人と経験を共有する

こと（100%）であり、気分が良くなる

（33.3%）、行動の変化/パフォーマン

スの低下を正当化すること（33.3%）

は高くなかった 21）。開示しない主な

理由として、限られた時間/仕事の過

負荷（ 46.3%）と社会文化的障壁

（45.3%）が挙がった 21）。健康につい

て経験を共有するような風土の醸成

が、更年期症状の開示につながる可

能性が示唆された。 

Adelekan-Kamara Y らによる 2023

年英国の質的研究では、職場の更年

期体験の改善には、更年期特有の調

整、オープンな文化の向上、更年期へ

の意識、共感、そして体系的な職場方

針という要素が不可欠であることが

報告された 27）。特に、更年期に関する

タブーの存在は、社会的な偏見と、男

性同僚との更年期に関する不快感に

起因し、このタブーは社会全体に蔓

延し職場の組織文化にも根付いてい

るという状況を報告した 27）。また一

方で、当事者も高い生産性を維持し

なければならないという個人の信念

や職務の性質によって（例えば、医師

は自己犠牲的なスーパーヒーロー精

神によって自身のセルフケアへのア

クセスを妨げている）、沈黙の文化が

促進され、個人の限界や燃え尽き症

候群を無視してしまう状況も報告さ

れた 27）。更年期に関するオープンな

議論のためには、社会的及び組織的

な方針樹立や風土醸成が必要である

と考えられる。 

Brown Sらによる 2023年英国での

女性救急隊員を対象とした質的研究

では、更年期障害を持つ女性就労者

にとっての共感力のある同僚の価値

について報告された 38）。また、上司や

同僚からのジョークや個人的状況を

軽んじるようなユーモアによってホ

ットフラッシュなどの恥ずかしい症

状の悪化があり、職場の者たちが思

いやりと尊厳をもって接する必要性

が報告された 38）。 
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テーマ２. 特に支援が必要な更年期症状 

特に支援が必要な症状としては、いか

が挙がった。 

・ 重度な更年期症状 

Alzueta Eらによる 2024年米国で

の横断研究では、更年期症状の重症

度は、精神的消耗 (P < 0.001)、仕事

への関与の低下 (P < 0.001)、およ

び離職意向の増加 (P = 0.03) を有

意に予測することが報告された 8）。 

Schei TSらによる 2023年イギリス

での後ろ向き観察研究では、更年期

症状の重症度が高いと、仕事を減ら

したい/辞めたい考えを持つ可能性

が高まり(B 0.05, OR 1.05, 95%CI 

1.03-1.07, t 6.27, p <0.001)、欠

勤の可能性も高まる(B 0.03, OR 

1.03, 95%CI 1.03-1.04, t 7.99, p 

<0.001)ことが示された 12）。 

Geukes Mらによる 2012年オランダ

での横断研究では、更年期症状 GCSス

コアと仕事能力 WAI スコアには、有

意な負の相関（r = -0.58, P < 0.01）

が見られ、つまり、更年期症状が重い

ほど仕事能力は低くなる傾向が報告

された 28）。 

Ishimaru Tらによる 2023年日本で

の横断研究では、重度の更年期症状

を有する女性は、症状のない女性と

比較して、プレゼンティーイズムの

オッズが 12.18倍（95%CI 9.09-16.33、

P < 0.001）高かった 48) 

 

・ ホットフラッシュ 

Brown Sらによる 2023年英国での

女性救急隊員を対象とした質的研究

では、最前線で働く救急隊員にとっ

ては、トイレ、更衣室、シャワー室へ

の定期的なアクセスは、特に重度の

出血や激しいほてりを経験している

際に重要な問題であることが判明し

た 38）。特に、制服や個人防護具の着

用、救急車内の温度管理の欠如また

は不具合は、ほてりの症状を悪化さ

せることを報告した 38）。 

Park MKらによる 2008年日本での

実証研究では、中等度以上の更年期

ホットフラッシュを経験している女

性に精神的負荷のあるタスクを曝露

したところ、タスクなし群よりもホ

ットフラッシュの発生率が上がった

43）。タスクの認知パフォーマンスにつ

いては、ホットフラッシュの前・最

中・後で、正答率および反応時間に有

意差はなかったが、Task 中にホット

フラッシュを経験した 10 名のうち 2

名の正答率が著しく低下した 43）。精

神的負荷（特に時間的制約のある状

況）は、ホットフラッシュのリスク要

因となる可能性がある。一部の人で

はホットフラッシュによる認知的な

障害によって業務に支障をきたすこ

とがあることが示唆された。 

Griffiths Aらによる 2013年英国



21 
 

での横断研究では、ホットフラッシ

ュを経験していた参加者の、症状継

続期間は平均 3.45 年間であった 5）。

職場で経験したホットフラッシュの

平均回数は 3.43回、24 時間あたりの

ホットフラッシュの平均回数は 6.32

回でした 5）。暑いまたは換気の悪い職

場（71.3%）、あるいは正式な会議で働

いているとき（62.8%）の方が、ホッ

トフラッシュに対処するのが困難で

あったと報告した 5）。 

 

・ 疲労 

 Brown Sらによる 2023年英国での

女性救急隊員を対象とした質的研究

では、最前線の現場に従事する参加

者全員が、更年期による疲労感や「脳

のもやもや」による医療安全上の懸

念を表明した 38）。更年期による疲労

の自覚によって、安心して就労でき

ない場合がある。 

Verburgh Mらによる 2024年オラン

ダでの質的研究では、中年女性たち

の、労働に関連した自身の健康に関

する認識においては「疲労」が中心的

なテーマであることが明らかとなっ

た 40）。特に、身体的・精神的な限界に

達したときに深刻な疲労（慢性的な

疲れ、集中力の低下、イライラ感の増

加）を感じると報告した 40）。 

 

 

・ 関節痛 

D'Angelo Sらによる 2022年英国で

の横断研究では、研究結果で判明し

たリスク要因を相互に調整したとこ

ろ、職場での対処の難しさを報告す

るリスクが高い更年期障害は、激し

い頭痛、関節痛、心理的症状であるこ

とが示された 19）。 

 

・ メンタルヘルス不調 

Oude Hengel らによる 2023年オラ

ンダでの横断調査では、更年期症状

を時々経験する女性 (OR = 3.20、

95 % CI 1.77: 5.79) と頻繁に経験

する女性 (OR = 6.07、95 % CI 3.25: 

11.31) は、症状のない女性に比べて

精神的に疲弊している可能性が高か

った 1）。更年期障害を有する女性に対

するメンタルヘルス対策支援の強化

の必要性が示唆された。 

D'Angelo Sらによる 2022年英国での

横断研究では、CESD スコアでうつ病

と診断された女性(RR 1.87, p＜

0.001)では、就労中の更年期障害の

対処において中等度/重度の問題が

あると回答する傾向があった 19）。ま

た、研究結果で判明したリスク要因

を相互に調整したところ、職場での

対処の難しさを報告するリスクが高

い更年期障害は、激しい頭痛、関節痛、

心理的症状であることが示された 19）。 

Geukes Mらによる 2012年オランダ
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での横断研究では、更年期症状 GCSス

コアと仕事能力 WAI スコアには、有

意な負の相関（r = -0.58, P < 0.01）

が見られ、つまり、更年期症状が重い

ほど、仕事能力は低くなる傾向が報

告された 28）。特に、心理的症状が、仕

事能力に最も悪影響を与えていた

（β = -0.45）28）。 

Asiamah N らによる 2024年イギリ

スによる横断研究では、更年期症状

と心身医学的因子の間には相互作用

が認められた 39）。更年期症状と仕事

満足度の負の相関の強さは、睡眠の

質（β = 0.05; t = 0.48; p > 0.05）

によって弱められたが、不安（β = -

0.22; t = -2.28; p < 0.05）と抑う

つ（β = -0.24; t = -2.16; p < 0.05）

によって強められた 39）。 

Ishimaru Tらによる 2023年日本で

の横断研究では、心理的症状を有す

る参加者では、心理的症状がない参

加者に比べて、プレゼンティーイズ

ムが有意に高かった（重度：OR 9.18、

95%CI 6.60-12.78、P < 0.001）48)。

しかし、心理的症状をコントロール

した後では、身体症状および泌尿器

症状とプレゼンティーイズムの間に

有意な関連は認められなかった 48)。 

Dibonaventura MDらによる 2012年

米国での横断研究では、更年期女性

において、うつ病を経験している女

性は、うつ病を経験していない女性

に比べて、SF-8 の精神的健康スコア 

(39.66 vs 50.85、P < .05) および

SF-8の身体的健康スコア (44.05 vs 

46.38、P < .05)が有意に低かった 49）。

同様に、健康上の理由による欠勤

(5.31% vs 2.80%、P < .05)、仕事中

のパフォーマンス低下 (25.00% vs 

14.32%、P < .05)の発生率は、うつ病

を経験している女性の方が高かった

49）。 

 

・ 激しい頭痛 

D'Angelo Sらによる 2022年英国で

の横断研究では、研究結果で判明し

たリスク要因を相互に調整したとこ

ろ、職場での対処の難しさを報告す

るリスクが高い更年期障害は、激し

い頭痛、関節痛、心理的症状であるこ

とが示された 19）。 

 

・ 症状が多い 

D'Angelo Sらによる 2022年英国で

の横断研究では、就労中の更年期障

害の対処において中等度/重度の問

題があると回答する女性ほど、症状

数が多い傾向があった 19）。 

 

・ 健康に関して自己評価が低い 

 D'Angelo Sらによる 2022年英国で

の横断研究では、自身の健康状態を

低く評価している女性 (RR 1.55, 

p=0.08)では、就労中の更年期障害の



23 
 

対処において中等度/重度の問題が

あると回答する傾向があった 19）。 

 

テーマ３. 特に支援が必要な対象の絞り

込み 

特に支援が必要な対象としては、以下

が挙がった。 

・ 女性管理職 

Matsuzaki Kらによる 2014年日本

での看護師を対象とした横断研究で

は、更年期症状の合計得点および症

状クラスター得点（心理的要因、身体

的要因、血管運動性要因、性的要因）

では、管理職看護師と一般看護師の

間で有意差は認められなかった 26)。

一方で、気分の落ち込みや憂鬱感

Feeling unhappy or depressed

（p=0.002）、涙もろさ Crying spells

（p=0.022）という 2 つの更年期症状

での申告の割合は、管理職看護師で

有意に高かった 26)。管理職の看護師

は、例えば医療事故への対応など精

神的ストレスや、人材管理に対する

責務などを負っている 26)。強いスト

レスや職責を負う管理職は、更年期

障害を含む健康管理を特に支援すべ

き対象である可能性が示唆された。 

 

・ 燃え尽き症候群のリスクがある 

Converso Dらによる 2019年オラン

ダでの横断研究では、更年期症状の

スコアが高いほど、燃え尽き症候群

の情緒的消耗（emotional exhaustion）

のスコアも高くなるという有意な正

の関連が示された 11）。燃え尽き症候

群のリスクが高い状況の労働者に対

する、更年期症状の悪化防止を踏ま

えた支援の必要性が示唆された。 

 

・ 作業内容、職種 

Assadi SNらによる 2014年イラン

での病院職員を対象とした後ろ向き

コホート研究では、更年期症状の頻

度について、臨床スタッフでは事務

職 員 に 比 べ て 、 ほ て り ・ 発 汗

(p=0.018)、不安・易刺激性(p=0)の頻

度が有意に高かった 23）。各症状の重

症度について、臨床スタッフでは事

務職員に比べて、ほてり・発汗、心臓

障害、睡眠障害、うつ病、不安・易刺

激性、精神的および肉体的疲労、膀胱

障害、筋骨格関節の問題の重症度ス

コアは高かったが、その差は統計的

に有意ではなかった 23）。職業上の危

険因子によっては、更年期症状のリ

スクが高い可能性が示唆された。 

Kiss Pらによる 2024年ベルギーの

横断研究では、閉経期の就労女性で

は、身体的負荷が高いと仕事後の回

復の必要性（NFR）が高かった（OR 1.17, 

95% CI 1.08–1.28, p <0.001）37)。ま

た、認知的負担が高い業務（難しい作

業、持続的な集中を必要とする作業）

に従事している者でも仕事後の回復
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の必要性（NFR）が高かった（OR 1.17, 

95% CI 1.09–1.26, p <0.001）37)。身

体的負荷の高い作業や持続的な集中

が必要な作業に従事している更年期

女性には、セルフケアの充実の必要

性があることが示唆された。 

一方で、D'Angelo Sらによる 2022

年英国での横断研究では、職種グル

ープや身体活動量、身体的負担の大

きい作業、シフト勤務・夜勤の有無で、

職場における更年期症状への対処の

困難さに差を認めなかった 19)。身体

的な強度が高い職種や作業者に対す

る支援や配慮を検討しがちであるが、

支援不要なグループを決めつけずに

職場全体での対応を検討する必要性

があると考えられた。 

 

・ 交代制夜勤 

Brown S らによる 2023年英国での

女性救急隊員を対象とした質的研究

では、仕事への影響として、夜勤、12

時間勤務、フルタイム勤務といった

シフトパターンが問題となる可能性

が報告された 38）。 

Stock D らによる 2019年米国での

前向きコホート研究では、過去 2 年

間に 20ヶ月以上交代制夜勤に従事し

た女性は、交代制夜勤に従事しなか

った女性と比較して、早期閉経のリ

スクが上昇した 20）。点推定値は、10～

19 か月の交代制夜勤に従事した女

性で最大となり  (multivariable-

adjusted (MV) HR: 1.11, 95% CI: 

1.01–1.21)、20 か月以上の場合と同

程度であった (MV HR: 1.09, 95% 

CI: 1.02–1.16) 20）。この最高曝露レ

ベルは、45 歳未満の女性で早期閉経

とより強く関連していた (MV HR: 

1.25; 95% CI: 1.08–1.46) 20）。また、

累積 10年以上の交代制夜勤は、45歳

未満で閉経を迎えた女性の閉経リス

クの上昇とも関連していた (MV-

HR10–19 years = 1.22, 95% CI: 

1.03–1.44; MV-HR≥20 years = 1.73, 

95% CI: 0.90–3.35) 20）。ただし、こ

の結果に影響している、交代制夜勤

の過酷な勤務スケジュールに伴う疲

労やストレスの程度や、概日リズム

の乱れの程度は、不明である。閉経が

早期化する傾向がある女性労働者は、

昼勤と夜勤を組み合わせた勤務スケ

ジュールによって生殖寿命をさらに

短縮する可能性があるため、留意す

る必要がある。また、交代制夜勤を行

う職場では、若年女性労働者にも更

年期に関する教育を十分に行い、疾

患や職務への理解を深めることが望

まれる。 

Sawamotoらによる 2024年日本での

横断研究では、週 1〜3回の頻度で夜

勤がある人は、夜勤がほとんどない

人に比べて、更年期症状が中等度以

上であるリスクが約 1.9 倍と有意に



25 
 

高かった（OR 1.93, 95%CI: 1.05-

3.55, P=0.033）35）。症状悪化の際は、

一時的に夜勤への従事を制限するこ

とが症状コントロールに寄与する可

能性もある。 

 

・ 通勤時間 

 Sawamotoらによる 2024年日本での

横断研究では、通勤時間が 1 時間以

上の人は、30 分未満の人に比べて、

更年期症状が中等度以上の可能性が

約 1.5 倍、周辺的に有意に高かった

（ OR 1.50, 95%CI: 0.96-2.34, 

P=0.074）35）。更年期症状が強い場合

などのケースによっては、ラッシュ

を避けた時差出勤、自家用車での通

勤の許可、テレワークの許可、といっ

た職場からの配慮があると症状コン

トロールに寄与する可能性もある。 

 

・ 仕事への不安 

 D'Angelo Sらによる 2022年英国で

の横断研究では、仕事で不安を感じ

る(RR 1.91, p<0.001)と、仕事のこと

で よ く 心 配 す る 者 (RR 2.16, 

p<0.001)では、就労中の更年期障害

の対処において中等度/重度の問題

があると回答する傾向があった 19）。 

 

・ 仕事への不満 

D'Angelo Sらによる 2022年英国で

の横断研究では、ほとんど感謝され

ていない（仕事で評価されていない）

と感じる者(RR 1.88, p=0.03)、仕事

に不満がある者（RR 2.13, p=0.002）

では、就労中の更年期障害の対処に

おいて中等度/重度の問題があると

回答する傾向があった 19）。 

 

・ ワークライフバランス 

Kiss Pらによる 2024年ベルギーの

横断研究では、閉経期の就労女性で

は、ワークライフバランスがよい群

に比較して、ワークライフバランス

が悪い群では仕事後の回復の必要性

（NFR）が高くなるリスクは約 8倍で

あった（OR 7.89, 95% CI 4.32–14.39, 

p < 0.001）37)。ワークライフバラン

スが悪い更年期障害を持つ女性には、

特にセルフケアの教育や情報提供を

行い、効率的な仕事後の回復を促す

必要性が示唆された。 

Viotti Sらによる 2020年イタリア

での横断調査では、更年期女性では

Family-work conflictが作業能力に

有意な負の影響を及ぼすこと（β = 

−0.21、p = 0.0001）が示された 46）。 

 

・ 神経多様性（ASD、ADHD、ディスクレ

シア、トゥレット症候群） 

Gottardello D らによる神経多様

性と更年期障害を持つ労働者を対象

とした 2024年の質的研究では、感情

の混乱や否定的な感情体験、不安や
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うつ、集中力の低下、疲労、不眠症状

が悪化したり、予測不可能な状況へ

の対処するためのルーティンや計画

が更年期症状で台無しになったり、

誤解や対立が増加し職場の人間関係

が悪化したことが語られた 9）。神経多

様性を持つ労働者は、更年期障害に

よって既存の課題が悪化しやすく、

特に早期から支援する必要性が示さ

れた。 

 

・ 経済的な困窮や問題 

D'Angelo Sらによる 2022年英国で

の横断研究では、経済的に困窮して

いる者(RR 1.58, p=0.002)と、扶養家

族がいる者(RR 1.62, p=0.005)では、

就労中の更年期障害の対処において

中等度/重度の問題があると回答す

る傾向があった 19）。低所得者や大黒

柱となっている女性では、仕事にお

ける更年期障害への対処に支援が必

要となりやすい可能性が示唆された。 

 

・ 支援が必要なのはあくまでも一時期

に過ぎない 

 Hickey Mらによる 2017年オースト

ラリアでの横断研究では、閉経前女

性・閉経周辺期（更年期）・閉経後の

各段階について、仕事への関与、組織

へのコミットメント、仕事の満足度、

仕事の限界、上司からのサポートの

認識と有意な関連がなかった 16）。閉

経後女性は、閉経前および閉経周辺

期の女性よりも、精神健康スコアが

有意に高く、離職意向が有意に低い

ことが示された 16）。更年期の症状や、

仕事への支障は一時的なものであり、

それを超えれば就労継続しやすくな

る。更年期に対する支援は、あくまで

も労働者の職業人生の一時期に必要

なことである（永続的ではない）を念

頭に、職場は積極的に対応する必要

性が示唆された。 
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Ｄ．考察 

 本研究により更年期症状を経験してい

る女性労働者に対する具体的な職場支援

のニーズが明らかになったものの、エビ

デンスレベルにはばらつきがみられた。 

更年期による働きにくさの経験は個人

差が大きいため、職場は申し出をしやす

い環境を整備するとともに、特に支援や

配慮が必要な状況を理解することが重要

である。 

今後は、我が国における職場における

支援策の実践とその評価を通じて、さら

なる女性労働者の健康保持増進を目指す

べきである。 

 

Ｅ．結論 

本レビュー研究では、更年期症状と職

業生活との関連に関する国内外の文献を

網羅的に収集・整理し、職場における更年

期支援の必要性とその方向性について考

察を行った。更年期に伴う身体的・精神的

症状は、集中力低下、睡眠障害、感情の不

安定さ、体温調節の困難など多岐にわた

り、就業継続や労働生産性に重大な影響

を及ぼすことが繰り返し報告されている。

特に、支援の不足や職場文化による沈黙

の圧力が、症状の悪化や離職リスクの増

加に繋がるという知見は、国を問わず共

通して確認された。その一方で、企業や公

的機関における「更年期への気づき」や

「制度的整備」「柔軟な就労環境の提供」

「上司・同僚の理解促進」などの支援策が、

女性労働者の心理的安心感や就業継続意

欲の向上に寄与することも明らかになっ

ている。とくに海外では、就業年齢層にお

ける健康支援の一環として更年期施策を

制度化する動きもあり、日本においても

産業保健の枠組みの中で積極的な導入が

期待される。今後の課題としては、職場に

おけるジェンダー配慮を前提とした健康

支援策の構築と、管理職および産業保健

職への教育・啓発活動の強化が挙げられ

る。また、更年期支援に関する科学的根拠

を蓄積し、個別症状に応じた多様な支援

策を柔軟に適用できる体制の整備が必要

である。更年期は一過性の生理的変化で

あるが、その影響を受ける人口規模と労

働市場への影響を考慮すれば、社会的・経

済的な視点からも持続的な対策が求めら

れる。 
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事業場における女性の健康管理に関する質的調査および質問紙調査票の作成 

＜研究代表者＞ 
立石 清一郎 産業医科大学産業生態科学研究所 教授 

＜研究分担者＞ 
 藤野 善久 産業医科大学産業生態科学研究所環境疫学研究室 教授 
＜研究協力者＞ 
 大久保 直紀 産業医科大学産業生態科学研究所環境疫学研究室 助教 

研究要旨 

目的 ：事業場における女性の健康管理の現状と課題を企業ヒアリングに基づき明らかにし、

施策、阻害・促進要因、困難事項を分析、基礎情報を提供すると共に、重要項目に関する企

業調査質問紙案を作成する。 

方法：複数企業の人事・産業保健担当者へヒアリング調査を実施し、内容を分析。４側面

（施策内容、阻害要因、促進要因、困難事項）で整理した。 

結果： 

1. 施策:生理休暇（運用に差、有休で代替も）、啓発（e ラーニング、セミナー。C 社では

更年期等広範なテーマ）、相談窓口（G社で女性産業医窓口が支援姿勢示す効果も）、休

憩スペース（横になれる場所等）、その他配慮（生理用品常備、時間単位年休等）。 

2. 阻害要因:男性上司の理解不足・コミュニケーション困難（知識不足、セクハラ懸念）、

制度認知度不足・利用への心理的抵抗、業務特性や人員不足による制約、生理休暇無給

等の経済的負担、健康情報のプライバシーと収集困難、既存の私傷病扱いや評価との整

合性。 

3. 促進要因:DEI推進・女性活躍への意識向上、経営層・人事の理解と協力、個別状況への

配慮（相談窓口、在宅、介護等柔軟対応）、外部情報・他社事例からの刺激、啓発活動

による知識向上、有休制度のセーフティネット機能、プレゼンティーズム改善への着目。 

4. 困難事項:女性特有不調に特化した休暇や手厚い配慮の制度化（公平性・人員懸念）、健

康診断での詳細問診と事後措置の義務化（プライバシー、効果疑問）、製造現場等の作

業工程・人員配置の抜本的見直し（コスト、効率）、男性向け詳細教育の義務化（デリ

ケートさ、価値観介入の限界）、理由を問わないリフレッシュ休暇等の拡充。 

考察：女性健康管理は制度と運用に乖離。特に男性上司の理解不足等コミュニケーション

不全が課題。スティグマや遠慮も背景にある。経営層のコミットメントや啓発は促進要因。

個別配慮と柔軟性が重要。困難事項はコストや公平性、プライバシー問題が背景にあり、

企業メリットと結びつける視点が必要。これら情報から質問紙も開発した。 
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Ａ．目的 

 本報告書は、事業場における女性の健康
管理の現状と課題を明らかにすることを目
的とする。企業ヒアリング調査に基づき、女
性従業員の健康支援に関する具体的な施策
内容、その推進を妨げる阻害要因、逆に促進
する要因、さらには理想的とされながらも
実施が困難である事項を整理・分析し、今後
の事業場における女性の健康管理推進に資
する基礎情報を提供することを目指す。さ
らに、インタビュー結果から特に重要と思
われた項目について企業調査質問紙案を作
成した。 
 

Ｂ．方法 
本調査は、複数の企業の人事担当者およ

び産業保健スタッフ等を対象としたヒアリ
ング調査（インタビュー）の結果を集約し、
内容的に近いものをカテゴリーとして研究
代表者によりまとめ分析した。ヒアリング
対象者は表１のとおりである。ヒアリング
内容については、企業情報であることから
開示してほしくない、という企業が複数あ
ったため、イニシャルを本研究報告書につ
いては記載を避けた。ヒアリング内容は、主
に以下の４つの側面に着目して整理された。 
 
健康管理施策の内容: 現在企業が実施して
いる、または検討中の女性の健康管理に関
する具体的な施策。 
阻害要因: 女性の健康管理施策を推進する
上で障害となっている要因。 
促進要因: 女性の健康管理施策の導入や定
着を後押ししている要因。 
実施が困難な事項: 実施が望ましいと考え
られつつも、様々な理由で導入や本格的な

運用が難しいと認識されている事項。 
得られたヒアリング結果について、昨年度
の更年期障害に特化した調査（以下、「昨年
度調査」と記載する場合がある）から得られ
た知見も適宜参照し、テーマごとに内容を
整理・統合した。 
 

Ｃ．結果 
企業ヒアリング調査から明らかになった

女性の健康管理に関する主な結果を以下に
要約する。 

 

1. 健康管理施策の主な内容 

各企業で実施または検討されている施策
は多岐にわたるが、主なものは以下の通り
であった。 
 生理休暇制度: 多くの企業で制度とし

ては整備されているものの、運用（有
給・無給の別、取得日数制限等）や実
際の取得状況には企業間で大きな差が
見られた。有給休暇が十分に付与され
ているため、あえて生理休暇として取
得する必要性を感じない従業員もいる
とのことであった。 

 e ラーニング・健康セミナー等の啓発
活動: 女性の健康課題に関する知識啓
発を目的とした教育機会が提供されて
いる。ある大手企業では、メンタルヘ
ルス、更年期、HPV ワクチン等、広範
なテーマを扱っていた。管理職や男性
従業員向けのコンテンツも作成されて
いる。昨年度調査では、更年期に関す
る教育が女性従業員に好評だった事例
も報告されたが、テーマ特化型の教育
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は未実施の企業も多かった。 
 相談窓口の設置: 産業医や専門スタッ

フによる女性専用の健康相談窓口を設
けている企業があった。男性が多い職
場等で不調を抱え込みやすい女性従業
員の受け皿として期待される一方、相
談件数が多くない企業も見られた。女
性産業医による相談窓口を開設し、相
談件数は少ないながらも、企業の支援
姿勢を示す効果があるとの意見があっ
た。 

 休憩スペース等の環境整備: 体調不良
時に一時的に休息できるスペース（例：
横になれる場所、ベッドのある管理セ
ンター等）の必要性が認識されており、
一部企業では整備が進められていた。 

 その他の物理的・制度的配慮: 生理用
品の職場への常備、汚損時のための替
え制服の用意、看護師の制服の色の選
択肢増加（経血漏れ対策）、時間単位の
年次有給休暇制度導入など、細やかな
配慮や柔軟な制度運用が見られた。 

 

2. 阻害要因 

女性の健康管理施策の推進を妨げる要因
として、以下の点が強く認識されていた。 
 周囲（特に男性上司）の理解不足とコ

ミュニケーションの困難さ: 製造現場
等、女性が少ない職場では、女性特有
の健康課題や育児との両立に対するイ
メージ・知識が乏しい傾向があった。
男性上司の知識不足や、女性側からの
相談のしにくさ、男性側からの声かけ
の躊躇（セクハラ懸念）が指摘された。

昨年度調査でも、上司の知識不足やス
ティグマが更年期配慮の障壁となって
いた。 

 制度の認知度不足と利用への心理的抵
抗感: 制度があっても従業員に知られ
ていない、あるいは知っていても利用
しにくい雰囲気が、特に男性が多い職
場で存在した。昨年度調査の更年期に
関する「他者への遠慮」や「スティグ
マ」もこれに該当する。 

 仕事の性質や人員配置の制約: ライン
作業、交代勤務、外勤営業など、業務
特性上、柔軟な対応や離席が困難な場
合があった。人員が逼迫している職場
では、急な欠勤等による周囲への負担
増から休みを取りにくい状況があった。 

 経済的要因: 生理休暇が無給の場合、
取得の経済的負担が障壁となっていた。 

 プライバシーへの配慮と情報収集・活
用の難しさ: 健康情報は機微性が高く、
企業側が詳細を把握しにくい。健康診
断での詳細な問診導入には従業員の抵
抗感や、企業側の情報取り扱いへの懸
念があった。 

 既存制度・評価制度との整合性: 女性
特有の不調も他の私傷病と同様に扱う
方針の企業や、休暇取得が評価に影響
しない現状が、特別制度導入の機運を
下げている面があった。また、制度化
による原因特定の困難さも懸念された。
昨年度調査では、企業が特定疾患への
介入に慎重であるとの意見が多かった。 
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3. 促進要因 

施策推進を後押しする要因としては、以
下の点が挙げられた。 
 多様な働き方、女性活躍推進への意識

の高まり: DEI （ダイバーシティ、エク
イティ＆インクルージョン）の考え方
の浸透や、女性活躍を推進する経営層・
部署の存在が後押しとなっていた。女
性労働力の必要性に対する社会的認識
も背景にある。 

 経営層や人事部門の理解と協力: 人事
部門に熱心な担当者（特に女性管理職）
がいる場合や、経営層に近い担当者が
提案しやすい環境が推進力となってい
た。 

 個別の状況への配慮と柔軟な対応: 女
性専用の健康相談窓口、体調不良時の
周囲の協力や在宅勤務活用、ライフイ
ベント（妊娠・育児・介護等）を考慮し
た配置や勤務調整、男性の育児参加支
援などが効果的であった。育児経験の
ある女性の効率性の高さも認識されて
いた。 

 外部からの情報や刺激: メディア報道
や他社の取り組み事例が、社内議論や
施策検討のきっかけとなっていた。 

 啓発活動による知識の向上: e ラーニン
グやセミナーによる従業員（特に管理
職・男性）の理解深化が期待されてい
た。 

 有給休暇制度の充実: 取得しやすい有
給休暇制度が、特定の休暇制度が使い
にくい場合のセーフティネットとして
機能していた。 

 プレゼンティーズムへの着目: 昨年度

調査の考察として、健康問題によるパ
フォーマンス低下（プレゼンティーズ
ム）対策と両立支援をセットで提案す
ることの有効性が示唆されており、こ
れは企業がメリットを感じやすいアプ
ローチである。 
 

4. 実施が困難な事項 

理想的または推奨されているものの、企
業が実施困難、あるいは行うべきではない
と考えている事項が複数存在した。 
 女性特有の不調（月経困難症、更年期

障害等）に特化した休暇制度や手厚い
配慮の制度化: 現行の私傷病の扱いや
人員配置の制約、公平性への懸念、「女
性を甘やかす」との誤解などから慎重・
否定的な意見があった。原因特定や公
平性の担保の難しさも指摘された。 

 定期健康診断での女性特有の健康課題
に関する詳細な問診と事後措置の義務
化: プライバシー懸念、従業員の抵抗
感、事後措置の枠組みの不明確さ、対
象となる従業員が限定的との認識、把
握しても企業としてできるケアがない
との指摘などから、現実的対応は困難
とされた。 

 製造現場等での作業工程や人員配置の
抜本的な見直し（生理周期等考慮）: 理
想論としては理解されるものの、コス
ト、生産効率、人手不足などから現実
的には困難と認識されていた。 

 男性向けの詳細な女性の健康課題（生
理、更年期等）教育の義務化: 理解促進
の重要性は認識しつつも、職場でのデ
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リケートな内容の教育の難しさ、個人
の価値観への介入の限界が指摘され、
社会全体や家庭・学校教育の重要性が
強調された。 

 理由を問わないリフレッシュ休暇や介
護休暇制度の拡充: 人手不足、代替要
員確保の困難さ、固定的な給与体系な
どが障壁となっていた。 

 

Ｄ．考察 
今回のヒアリング調査結果から、事業場

における女性の健康管理は、制度の整備状
況と実際の運用・利用実態との間に依然と
してギャップが存在することが示唆される。
特に、生理休暇のような基本的な制度でさ
え、その取得には職場の雰囲気や経済的条
件が大きく影響しており、単に制度を設け
るだけでは不十分であることが明らかにな
った。 

阻害要因として繰り返し指摘されたのは、
周囲、特に男性管理職の理解不足と、それに
起因するコミュニケーション不全である。
これは昨年度の更年期に関する調査でも同
様の傾向が見られ、女性特有の健康課題に
対する知識不足や、ハラスメントへの懸念
が、適切なサポート提供の妨げとなってい
る。女性従業員側も、スティグマや遠慮から
声を上げにくい状況にあり、この双方向の
コミュニケーション障壁の解消が急務であ
る。 

一方で、促進要因としては、経営層や人事
部門の強いコミットメント、DEI 推進の社
会的な潮流、そして具体的な相談窓口の設
置や啓発活動の実施が挙げられる。特に、e
ラーニングやセミナーを通じた知識の普及
は、多くの従業員に公平に情報を提供する

手段として有効であり、管理職や男性従業
員の意識改革を促す上で重要である。G 社
のように、相談件数が少なくても専門窓口
を設けること自体が、企業の支援姿勢を示
すメッセージとなり、女性従業員の安心感
につながるという点は注目に値する。 

「実施が困難な事項」として挙げられた
事項の多くは、プライバシーへの配慮、公平
性の担保、コスト、人員配置といった、企業
経営の根幹に関わる課題と直結している。
特に、女性特有の健康課題に特化した手厚
い休暇制度や、健康診断での詳細な問診の
義務化については、企業側の慎重な姿勢が
顕著であった。これは、問題が顕在化しにく
い（あるいは企業側が顕在化していると認
識しにくい）健康課題に対して、どこまで経
営資源を投入すべきかという費用対効果の
観点や、個人の問題と捉える傾向が影響し
ていると考えられる。昨年度調査で示唆さ
れたように、プレゼンティーズムの改善と
いった企業メリットと結びつけるアプロー
チが、こうした壁を乗り越える一助となる
かもしれない。 

総じて、女性の健康管理を実質的に推進
するためには、制度整備に加え、組織文化の
醸成、コミュニケーションの活性化、そして
個々の状況に応じた柔軟な対応が不可欠で
ある。また、企業がこれらの取り組みを「コ
スト」ではなく「投資」と捉え、中長期的な
視点からその重要性を認識できるよう、具
体的な成功事例の共有や、効果測定の手法
の開発も求められるだろう。 
 これらの情報をもとに、研究班らで議論
したうえで特に重要と考えられる項目につ
いて質問紙を開発した （添付１）。質問紙は
企業向けと企業に所属する従業員向けの両
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方の質問紙を作成し、その相同・相違を確認
することで、企業におけるアクションを検
討するための一助になると考えられる。 
 

Ｅ．結論 
事業場における女性の健康管理は、依然

として多くの課題を抱えているものの、企
業側の意識や取り組みは徐々に進展しつつ
ある。本ヒアリング調査の結果、効果的な施
策として、生理休暇制度の運用の見直し、e
ラーニング等による啓発活動、相談しやす
い窓口の設置、休憩環境の整備などが確認
された。 

しかし、これらの施策を形骸化させず、実
効性のあるものとするためには、男性管理
職を含む全従業員の理解促進、制度の周知
徹底と利用しやすい雰囲気の醸成、仕事の
特性や人員配置上の制約への配慮、そして
プライバシー保護と情報活用のバランスと
いった阻害要因を克服する必要がある。 

経営層のリーダーシップ、DEI 推進の追
い風、個別のニーズに対応する柔軟な姿勢、
そして外部情報や他社事例からの学びが、
これらの取り組みを加速させる促進要因と
なり得る。 

女性特有の健康課題に対応した手厚い休
暇制度や健康診断における踏み込んだ対応
については、企業の規模や業種、人員体制に
よって実施のハードルが高い現状も浮き彫
りになった。 

今後の事業場における女性の健康管理推
進のためには、以下の点が重要であると結
論付けられる。 
 トップコミットメントに基づいた全社

的な意識改革と文化醸成。 
 管理職を含む全従業員への継続的な教

育・啓発活動の実施。 
 個々の従業員の状況に配慮した、柔軟

かつ実用的な支援制度の設計と運用。 
 プライバシーを保護しつつ、必要な情

報を収集・活用するための仕組みの構
築。 

 女性の健康支援を、企業の持続的成長
と従業員のウェルビーイング向上に資
する重要な経営課題として位置づける
こと。 

これらの取り組みを通じて、女性従業員が
健康に関する不安を抱えることなく、その
能力を最大限に発揮できる職場環境の実現
が期待される。 
 また、インタビューをもとに作成された企
業・従業員調査内容は、具体的な職場環境改
善アクションが示されることによって、新
たに女性健康支援を行おうと思う事業場に
とって意思決定を行うことに資すると考え
られる。 
 

Ｆ．引用・参考文献 
なし 
 

Ｇ．学会発表 

なし 

Ｈ. 論文業績 

なし 

 

I．知的財産権の出願・登録状況：(予定

を含む。） 

1. 特許取得 

 なし 

2. 実用新案登録 
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 なし 

3.その他 

 なし 
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表１ ヒアリング対象者 
 

企業 業種 規模（人） 役職 性別 年代 

A 教育 2000 総務役員 女性 60 代 

B 医療 1500 人事課長代理 女性 50 代 

C 製造 10000 産業保健スタッフ 女性 30 代 

D 情報 1000 人事係員 女性 50 代 

E 情報 500 人事部長（非役員） 女性 50 代 

F サービス 20000 人事部長（役員） 男性 50 代 

G 製造 20000 産業保健スタッフ 女性 40 代 

H 製造業 5000 以上 産業保健スタッフ 男性 40 代 

I 製薬 10000 以上 産業保健スタッフ 男性 40 代 
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日本の女性労働者における月経随伴症状とプレゼンティーズムとの関連 
 
＜研究分担者＞ 
 大河原 眞 産業医科大学産業生態科学研究所環境疫学研究室 講師 
 藤野 善久 産業医科大学産業生態科学研究所環境疫学研究室 教授 
 
＜研究協力者＞ 
 高 すみれ 産業医科大学産業生態科学研究所環境疫学研究室 大学院生 

研究要旨 

令和 5 年度研究で実施した女性労働者に対する疫学調査のデータをもとに、分析的研究

を実施した。月経のある 3,332 名の女性労働者において、代表的な月経随伴症状（痛み、

憂うつ、めまい等）の有無とその程度を聴取し、それぞれの症状の程度を独立変数、中等度

以上のプレゼンティーズムの有無を従属変数として、プレゼンティーズムの有所見割合比

(Prevalence ratio; PR)をポアソン回帰分析を用いて推定した。症状がない者と比較して、

各症状の程度が強い者ほどプレゼンティーズムを経験していた（p for trend <0.001）。本

研究では、月経症状が重いほどプレゼンティーイズムが高いことを明らかにした。月経症

状は必ずしも周囲に理解されるわけではなく、女性自身もその影響を十分に自覚・関心を

持っていない場合がある。月経症状やその現れ方を理解し、職場環境の整備やサポートを

充実させることが重要である。 

 

※本研究は既に論文として発表しているため、発表論文の翻訳（要約）を報告書として記

載する。 

（Koh S, Okawara M, Hirashima K, Kuwazuru T, Yamashita S, Ohkubo N, Tateishi S, 

Fujino Y. Association of Menstrual-related Symptoms and Presenteeism: A Cross-

sectional Study of Working Women in Japan. Journal of Occupational and 

Environmental Medicine. online ahead of print.  

doi: 10.1097/JOM.0000000000003340） 
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Ａ．目的 

 女性就労者を対象としたアンケート調査
の実施・分析により、月経などの女性特有の
事情が生産性（プレゼンティーズム）に与え
る影響を明らかにする。 
 

Ｂ．方法 
本研究は、2023 年 12 月 7 日から 18 日に

実施した就業女性を対象としたインターネ
ット調査に基づく横断研究である。調査は
登録モニター数 470 万人を有す大手インタ
ーネットモニター会社に委託して実施され
た。対象者の条件は、日本在住、年齢 18～
69 歳、女性、現在就業中であることとした。
調査会社が保有するモニターに対してメー
ルで参加依頼を送り、任意参加で回答が得
られた。本研究は産業医科大学倫理委員会
の承認（承認番号：ER23-036）を受けて実
施された。 

居住地域・年齢・職業などで層化抽出を行
い、最終的に 6,160 名の回答を得た。「閉経
している（手術による閉経を含む）」または
「妊娠・授乳等により定期的な月経がない」
と回答した者や、不正回答者を特定するた
めの質問に誤回答した者を除外した。最終
的に 3,332 名の月経のある就業女性を解析
対象とした。オンライン調査であり全設問
に回答必須の形式であったため、欠損値は
存在しない。 

月経に関連する症状を確認するため、痛
み、集中力低下、行動変化、自律神経失調、
水分貯留、否定的情緒の 6 項目について、
「月経前または月経時に関連して、次のよ
うな症状がありますか。症状に対して薬な
どの対処をしている人は、対処をしている
状態での症状の程度をお答えください」と

いう質問で確認した。回答は『なし』から
『とてもひどい』の 5 件法で取得した。 

プレゼンティーイズムの測定には、Work 
Functioning Impairment Scale（WFun）を
用いた。WFun は Rasch モデルを用いて開
発された自己記入式のプレゼンティーイズ
ム尺度であり、Consensus-based Standards 
for the selection of health Measurement 
Instruments （COSMIN）の基準に基づき妥
当性が検証されている。うつ病や痛み、リウ
マチなどの疾患重症度に対する感度も確認
されている。WFun は 7 つの質問から構成
され、合計点は 7～35 点である。本研究で
は、保健師による面接評価と関連が示され
ている 21 点以上をプレゼンティーイズム
ありと定義した。 

交絡因子の可能性がある社会経済的・職
業的要因として、以下の項目を取得した。年
齢、配偶関係（未婚/既婚/離別/死別）、最終
学歴（中学校卒業/高校卒業/専門学校卒業/
短大・高専卒業/大学卒業/大学院修了/その
他）、企業規模（1 人〈フリーランス〉/2～
49 人/50～999 人/1000 人以上）。さらに世
帯年収と世帯人数から「等価所得」を算出
し、年間 200 万円未満、200～300 万円、300
～450 万円、450 万円以上の 4 つに分類し
た。職業的因子としては、主にデスクワーク
か、人と対面する業務か、主に身体を動かす
業務かの職種区分、また夜勤（22 時以降の
勤務）の頻度（週 4 日以上、週 2～3 日、週
1 日、月に数回、ほとんどない）を取得した。
さらに、日本で広く使用されている「職業性
ストレス簡易調査票（BJSQ）」を用いて、仕
事の質的・量的負担度、仕事の裁量度、上司
や同僚・家族からのサポートを評価した。 

プレゼンティーイズムを従属変数、各月
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経症状を独立変数として、ロバスト分散を
用いたポアソン回帰分析により、それぞれ
の症状についてプレゼンティーイズムの有
所見割合比 （Prevalence Ratio; PR）と 95％
信頼区間（95％CI）を推定した。年齢調整
のみを行った解析と、年齢・学歴・配偶関
係・職種・等価所得・企業規模・夜勤頻度で
調整した多変量解析を行った。統計ソフト
には Stata v.16 （Stata Corp LLC, Texas, USA）
を用い、p < 0.05 を有意水準とした。 
 

Ｃ．結果 
解析対象者の年齢の中央値は 37 歳（四分

位範囲: 28～45 歳）であった。層化サンプ
リングを用いたため、、デスクワーク、対人
業務、身体を動かす業務は、ほぼ均等に分布
していた。夜勤については、全体の 85％が
「ほとんどない」、15％が「月に数回～週 4
日以上」の範囲で夜勤を行っていた。 
 各月経随伴症状の重症度とプレゼンティ
ーイズムとの関連において、すべての症状
で、症状が重くなるほどプレゼンティーズ
ムの PR が有意に上昇しており、年齢調整
解析・多変量解析のいずれも p for trend 
<0.001 であった。たとえば、集中力や判断
力、注意力、記憶力の低下が 『なし』と回答
した群に比べ、 『とてもひどい」と回答した
群では、年齢調整済 PR が 4.74（95％CI: 
3.46-6.50）、多変量調整済 PR が 2.95 （95％
CI: 2.12-4.11）であった。 

また、月経随伴症状の重症度を点数化し
た合計値とプレゼンティーズムの有所見割
合との間には量反応関係が観察された（p 
for trend <0.001）。 

 
 

Ｄ．考察 
本研究では、月経症状とプレゼンティー

イズムとの関連を検討し、痛みや身体症状、
心理症状、認知機能など、各種の月経症状が
プレゼンティーイズムと関連することを明
らかにした。いずれの症状についても重症
度が高いほどプレゼンティーイズムが多か
った。 

本研究では、代表的な月経症状を重症度
で評価し、月経症状が重いほどプレゼンテ
ィーイズムも高くなることを確認した。月
経症状は、痛み・身体的症状・心理的症状が
組み合わさって起こりやすい特徴を持つ。
そのため、単一の症状だけではなく、複合的
に症状を抱える労働者がどれだけプレゼン
ティーイズムを経験しているかを把握する
ことが、健康管理上重要である。本研究で
は、合計スコア 13～28 点と最も高い群にお
けるプレゼンティーイズムの割合が 36％だ
った。日本人労働者のプレゼンティーイズ
ムの発生率がおおむね約 20％と報告されて
いることを考慮すると、本研究で示された
重度の月経症状を抱える群は一般の労働者
よりも高いプレゼンティーイズムを示した
と考えられる。 

本研究では特に、痛み症状とプレゼンテ
ィーイズムとの関連が示された。痛みや筋
骨格系の問題は、プレゼンティーイズムの
代表的な原因とされる。月経症状の一つで
ある下腹部痛は、子宮平滑筋の収縮により
引き起こされ、女性のおよそ半数が月経痛
を経験する。本研究では 71.8％の女性が月
経に伴う身体的痛みを経験していた。さら
に月経時には、頭痛や肩こり、腰痛なども起
こりうる。一般的に筋骨格系の痛みがある
場合、長時間の立位や座位を伴う作業が困
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難になり、作業中断や集中力の低下などに
よって生産性が下がることがある。加えて、
下腹部の鈍痛はデスクワークや休憩時にも
影響が及ぶと推察される。 

また、本研究ではめまいや吐き気、浮腫や
体重増加などの身体症状とプレゼンティー
イズムとの関連が示された。月経周期に伴
い、女性の体内ではエストラジオールやプ
ロゲステロンなどのホルモンの変化が起こ
り、多彩な症状を呈する。吐き気が頻繁に生
じれば仕事への集中が難しくなり、めまい
が強くなれば作業を中断して休む必要があ
る。下肢の浮腫が生じれば立ち仕事や歩行
が難しくなる可能性もある。 

いらだちなどの心理症状もプレゼンティ
ーイズムと関連していた。精神的な症状は
プレゼンティーイズムの大きな要因の一つ
であり、月経周期においては気分の浮き沈
みや憂うつ、いらだちなどの心理症状が月
経前から月経中にかけて生じやすい。本研
究では 67.2％の参加者が心理症状を経験し
ていた。心理的な不調は集中力やモチベー
ションの低下を通じて仕事のパフォーマン
スに影響する。 

さらに、本研究では注意力や認知機能の
低下症状とプレゼンティーイズムとの関連
も見いだされた。月経前症候群においては、
認知機能が低下する可能性が指摘されてい
る。加えて、痛みや身体的症状、心理的症状
も総合的に集中力や認知機能に影響を及ぼ
す。本研究では、57.1％の参加者が月経に伴
う注意力・認知機能低下を訴えていた。業務
上、集中力や認知機能が低下すると、作業ミ
スや業務時間の延長などにより生産性が下
がる。月経症状による集中力・認知機能の低
下は、女性にとって日常的かつ周期的に繰

り返される状態であり、本人自身が問題と
して自覚していない場合もある。そのため、
月経によるパフォーマンスへの影響が周囲
に気づかれにくい要因となっている可能性
がある。 

 

Ｅ．結論 
本研究から得られた示唆として、第一に、

雇用者と労働者の双方が、月経症状がプレ
ゼンティーイズムに影響しうることを認識
する必要がある。日本の職場では、月経症状
は会社が管理すべき健康上の課題として認
識されていないことが多い。また、女性自身
も月経症状を「当たり前」と考え、治療を受
けずに放置する傾向がある。こうした認識
不足は、女性の生活の質や仕事のパフォー
マンスに悪影響を及ぼす。職場での健康教
育を通じて女性従業員のヘルスリテラシー
を向上し、月経症状のスクリーニングや医
療受診の推奨を行うことが重要である。 

第二に、月経症状を抱える女性に対する
サポートや職場環境の整備が求められる。
月経に関連した様々な症状はプレゼンティ
ーイズムを引き起こす要因になり得る。プ
レゼンティーイズムとは体調と業務のミス
マッチによって起こるため、業務の内容を
柔軟に調整し、女性が快適に働ける環境を
整えることで、このミスマッチを緩和でき
ると考えられる。具体的には、必要な休暇取
得を促すことや、医療機関の受診や治療が
受けやすい柔軟な勤務形態の提供などが挙
げられる。また、十分な休憩時間や生理用品
を交換しやすい環境を整備するなど、女性
の健康を考慮した職場づくりも重要である。 
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令和６年度 厚生労働省科学研究費補助金 

職場における女性の健康保持増進のための効果的な産業保健活動の確立に向けた研究 

職場における女性の健康に関する施策と知覚された組織的支援との関係性 

研究分担者  

小田上 公法 産業医科大学産業生態科学研究所 産業保健経営学研究室 助教 

研究要旨： 

【目的】職場における女性の健康に関する施策の実施状況と、女性従業員の知覚された

組織的支援（Perceived Organizational Support：POS) との関係性を検討する。 

【方法】企業及び健康保険組合（22 団体）が在籍する研究会のうち、従業員アンケー

トへの参加企業（9社）に在籍する女性従業員 4,284名を対象に、質問票調査を実施し

た。女性の健康関連施策の導入状況（従業員の認知状況）を説明変数、POSスコア（日

本語版 SPOS のうち POS（SPA）にて測定） を目的変数とし、年齢、職種、就業形態、

学歴、月経に関する症状の有無、更年期に関する症状の有無を調整変数として、企業コ

ードでネストしたマルチレベル分析（線形混合効果モデル）を行った。さらに、月経・

更年期症状の有無で「症状なし」「月経に関する症状のみあり」「更年期に関する症状の

みあり」の 3群に層別化し、同様の分析を行った。 

【結果】参加企業間で POSスコアの平均値（3.65～4.19）や、女性の健康関連施策の認

知率にはばらつきがみられた 。全体分析では、女性の健康関連施策のうち、「婦人科健

診・検診の受診に対する就業時間認定や有給の特別休暇付与」、「従業員や保健師等によ

る女性の健康専門の相談窓口の設置」、「女性特有の健康関連課題に対応可能な体制の

構築」、「妊婦健診等の母性健康管理のためのサポートの周知徹底」、「生理休暇を取得し

やすい環境の整備」 の認知は、POS スコアと有意な正の関係を示した 。一方、「月経

随伴症状の自己管理を支援するツールやアプリの提供」の認知は、POSスコアと有意な

負の関係を示した。層別化分析では、症状の有無によって関連の強さや有意性が異なる

施策がみられた。例えば、「女性特有の健康関連課題に対応可能な体制の構築」は月経

症状あり群と更年期症状あり群で有意な正の関係を示したが、症状なし群では有意傾

向に留まった。「生理休暇を取得しやすい環境整備」はいずれの群でも有意な正の関係

を示した 。 

【考察】女性の健康に関する複数の施策が、女性従業員の POS 向上に関連することが

示唆された。特に、相談体制の構築や生理休暇を取得しやすい環境の整備などの、働き

やすい職場環境整備に関する施策の影響が大きい可能性が考えられる。症状の有無に

よる層別化分析の結果から、対象者の健康状態に応じた施策の重要性が示唆された。 

【結論】職場における女性の健康支援策の導入は、女性従業員の POS と関連すること

が確認された。今後、施策の具体的な内容や運用方法が POSに与える影響について、さ

らなる詳細な分析が必要である。    
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Ａ．目的 

職場における女性の健康に関する施策の実

施状況と、女性従業員の 知覚された組織的支

援（Perceived Organizational Support ：

POS) との関係性を明らかにすることを目的

とする。 

POSは、「従業員の貢献を組織がどの程度評

価しているのか、従業員の well-beingに対し

て組織がどの程度配慮しているのかに関して、

従業員が抱く全般的な信念」と定義され 、組

織に対するコミットメントや職務満足度、パ

フォーマンス等と関連することが知られてい

る［１］～［３］。本研究を通じて、女性従業員のPOS

向上に資する効果的な職場施策を特定す

る。    

 

Ｂ．方法 
１．対象： 企業及び健康保険組合（22団体）

からなる研究会の参加企業に在籍する女性従

業員のうち、従業員アンケートへ回答した者：

4,284 名。参加企業は合計 9 社（内訳：製造

業（医薬品）3社、製造業（化学製品）2社、

製造業（機械）1社、製造業（食料品）1社、

製造業（非鉄金属）1社、サービス業1社）で

あった。対象者の背景特性および企業別の

POSスコア等を表1に示す。 

２．調査項目 

・目的変数：POSスコア 

日本語版 SPOS (Survey of Perceived 

Organizational Support) ［４］のうち、妥当性

が確認された POS（SPA: Sufficiency of 

Positive Aspects）の8項目を使用 。各項目

0点～6点の7件法で測定し、合計点を項目数

で除した平均スコア（0～6点）を連続変数と

して扱った。    

・説明変数：女性の健康関連施策の導入状況

（従業員の認知状況） 

下記の設問に対する回答を用いた。 

【設問】女性特有の健康関連課題に対する職

場の施策についてお伺いします。現在の職場

で実際に取り組まれている施策を、選択肢か

ら全て選んでください。 

【選択肢】 

１．婦人科健診・検診への金銭補助（がん検

診を含む） 

２．婦人科健診・検診の受診に対する就業時

間認定や有給の特別休暇付与 

３．従業員や保健師等による女性の健康専門

の相談窓口の設置（メールや電話等による相

談を含む） 

４．女性特有の健康関連課題に対応可能な体

制の構築（産業医や婦人科医の配置、外部の

医師や相談窓口の紹介等） 

５．女性の健康づくりを推進する部署やプロ

ジェクトチームの設置 

６．妊婦健診等の母性健康管理のためのサポ

ートの周知徹底 

７．生理休暇を取得しやすい環境の整備（有

給化や管理職への周知徹底等） 

８．更年期症状や更年期障害の改善に向けた

支援（通院の際の有給の特別休暇付与等） 

９．骨密度低下（骨粗鬆症）予防に対する支

援（骨密度測定、サプリ提供等） 

１０．女性専用休憩室の設置（※法律上設置

義務のある休養室は除く） 

１１．月経随伴症状の自己管理を支援するツ

ールやアプリの提供 
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各施策について、実施している場合を「1」、

実施していない場合を「0」とするダミー変数

として扱った。 

・調整変数（共変量）： 

年齢、職種、就業形態、学歴、月経に関す

る症状の有無、更年期に関する症状の有無。 

３．分析方法： 

（１）女性の健康関連施策導入の認知率を企

業別に確認した。 

（２）施策の実施状況と POSとの関係性を確

認するため、企業コードでネストしたマルチ

レベル分析（線形混合効果モデル）を行った。 

（３）層別化分析として、対象者を以下の 3

つのグループに分け（「月経・更年期両方の症

状あり」群は対象者数が少なく分析から除外）、

施策の実施状況と POSとの関係性を確認する

マルチレベル分析（線形混合効果モデル）を

行った。調整変数は年齢、職種、就業形態、

学歴とした。 

* グループ1: 症状なし（月経・更年期とも

になし） 

* グループ 2: 月経に関する症状のみあり 

* グループ 3: 更年期に関する症状のみあり 

統計学的有意水準は5%未満とした。 

 

Ｃ．結果 

１．対象者の背景特性とPOSスコア（企業別） 

表 1に示す通り、参加企業 9社における女

性従業員 4,284名の背景特性には企業間で差

異が認められた。POS スコアの平均値も企業

によって異なり、3.65 (標準偏差 1.11) か

ら 4.19 (標準偏差 1.15) の範囲であった 。 

２．女性の健康関連施策導入の認知率（企業

別） 

表 2に示す通り、企業によって各施策の認

知率にはばらつきがみられた 。例えば、「婦

人科健診・検診への金銭補助」（施策1）の認

知率は 56.8%～90.3%、「生理休暇を取得しや

すい環境の整備」（施策7）は11.9%～56.6%の

範囲であった 。    

３．施策の実施状況（認知）と POSとの関係

性（全体分析） 

表3に示す通り、マルチレベル分析の結果、

調整変数を投入した後でも、以下の施策の認

知は POS スコアと有意な正の関係を示し

た 。    

・婦人科健診・検診の受診に対する就業時間

認定や有給の特別休暇付与 (係数:0.11, 

p=0.01)     

・従業員や保健師等による女性の健康専門の

相談窓口の設置 (係数:0.15, p<0.001)     

・女性特有の健康関連課題に対応可能な体制

の構築 (係数:0.22, p<0.001)     

・妊婦健診等の母性健康管理のためのサポー

トの周知徹底 (係数:0.17, p<0.001)     

・生理休暇を取得しやすい環境の整備 (係

数:0.23, p<0.001)     

一方、「月経随伴症状の自己管理を支援する

ツールやアプリの提供」の認知は、POSスコア

と有意な負の関係を示した (係数:-0.40, 

p=0.02) 。その他の施策（婦人科健診・検診

補助、推進部署設置、更年期症状支援、女性

専用休憩室）の認知と POSスコアとの間に有

意な関係は認められなかった 。    
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４．層別化分析の結果 

症状の有無で層別化して分析した結果（表

4～6）、全体分析とは異なる傾向がみられた。 

・症状なし群（表 4）：「婦人科健診特別休暇付

与」(係数:0.13, p=0.04)、「専門相談窓口設

置」(係数:0.14, p=0.02)、「母性健管周知」

(係数:0.23, p<0.001)、「生理休暇環境整備」

(係数:0.18, p<0.001)がPOSと有意な正の関

係を示した。「月経自己管理ツール」は有意な

負の関係を示した(係数:-0.55, p=0.02)。    

・月経に関する症状のみ群（表 5）：「対応体制

構築」(係数:0.39, p<0.001)、「生理休暇環境

整備」(係数:0.22, p<0.001)がPOSと有意な

正の関係を示した。    

・更年期に関する症状のみ群（表 6）：「専門相

談窓口設置」(係数:0.37, p<0.001)、「対応体

制構築」(係数:0.34, p=0.04)、「生理休暇環

境整備」(係数:0.34, p<0.001)、「骨密度低下

予防支援」(係数:0.47, p=0.03)がPOSと有意

な正の関係を示した。   

 

Ｄ．考察 

本研究の結果から、職場における女性の健

康に関する複数の施策が、女性従業員の POS

と正の関係にあることが示された。POSは、従

業員の組織への貢献意欲やウェルビーイング

に対する組織の配慮に関する包括的な信念［１］

であり、組織コミットメントや職務満足感、

パフォーマンス向上、離職率低下など、従業

員と組織双方にとって好ましい結果と関連す

ることが知られている［２］,［３］ 。本研究でPOS

との関連が認められた施策は、組織が従業員

の健康に配慮し、支援する姿勢を示すものと

解釈でき、POS の向上に寄与する可能性が考

えられる 。    

特に、「女性特有の健康関連課題に対応可能

な体制の構築」や「生理休暇を取得しやすい

環境の整備」、「専門相談窓口の設置」といっ

た、具体的なサポート体制や相談機会の提供

を示す施策が POSと比較的強い正の関係を示

したことは注目に値する 。これらは、組織が

従業員の個別な状況やニーズに関心を持ち、

対応しようとしている具体的な証左として従

業員に認識されやすいのかもしれない。

Rhoades & Eisenberger (2002) のレビュー

［３］では、公正な手続き、上司からの支援、組

織からの報酬や良好な職務条件が POSの先行

要因として挙げられているが 、本研究の結果

は、女性の健康支援という特定の領域におけ

る組織的な取り組みも POSに影響を与えうる

ことを示唆している。    

一方で、「月経随伴症状の自己管理を支援す

るツールやアプリの提供」が POSと負の関係

を示した点（全体分析  および症状なし群 ）

は興味深い。この種のツールは比較的新しい

取り組みであり、導入方法や従業員への情報

提供の仕方によっては、かえって組織からの

管理強化やプライバシーへの懸念と受け取ら

れる可能性も否定できない。あるいは、ツー

ルの提供のみでは十分なサポートとは認識さ

れず、他の包括的な支援策が伴わない場合に、

かえって組織の配慮不足と感じられる可能性

も考えられる。この点については、ツールの
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具体的な内容や導入プロセスと従業員の受け

止め方について、さらなる質的・量的な調査

が必要である。    

層別化分析の結果 は、月経や更年期に関す

る症状の有無によって、POS と関連する施策

が異なることを示唆している 。例えば、「対

応体制構築」は月経症状あり群や更年期症状

あり群で強い関連が見られたが、症状なし群  

では関連が弱まる傾向があった。これは、症

状を抱える従業員にとって、具体的な対応体

制の存在がより強く組織からのサポートとし

て認識されることを示唆している。また、「生

理休暇を取得しやすい環境整備」は症状の有

無に関わらず一貫して POSと正の関連を示し

ており 、普遍的に重要な施策である可能性が

示唆される。これらの結果は、画一的な施策

展開だけでなく、従業員の健康状態に応じた

アプローチの重要性を示している。    

本研究の結果は、令和 5年度の報告書で示

された、健康経営に注力する大企業において

も 40 代以上の女性で POS が低下する傾向が

あるという知見と合わせて考慮する必要があ

る。40代以降は更年期症状を経験する女性が

増える時期であり、この時期の女性に対する

適切な健康支援策（例：専門相談窓口、対応

体制構築、更年期症状支援、骨密度低下予防

支援など） の導入が、POSの維持・向上に繋

がる可能性がある。 

また、企業によって POSスコアや施策の認

知率にばらつきが見られたことから、各企業

の組織風土や施策の運用状況が影響している

可能性も考えられ、今後の検討課題である。   

  

Ｅ．結論 

 本研究により、職場における女性の健康に

関する複数の施策の認知が、女性従業員の

POS と関連していることが明らかになった。

特に、組織的なサポート体制を示す施策（相

談窓口、対応体制構築、休暇制度等）はPOSと

の正の関連が強い傾向が見られた。一方で、

症状管理ツールの提供は負の関連を示し、そ

の解釈にはさらなる検討が必要である。また、

月経や更年期症状の有無によって POSと関連

する施策が異なることから、従業員の健康状

態に合わせた施策展開の重要性が示唆された。 

これらの結果は、企業が女性従業員の健康支

援を通じて組織全体の健全な風土を醸成し、

ひいては生産性向上に繋げるための具体的な

施策を検討する上で、重要な示唆を与えるも

のである。 

 

Ｆ．引用・参考文献 

［1］Eisenberger R, Huntington R, Hutchison S,  

Sowa D 1986. Perceived organizational  

support. J. Appl. Psychol. 71:500–7 

［2］Kurtessis JN, Eisenberger R, Ford MT,  

Buffardi LC, Stewart KA, Adis CS 2017.  

Perceived organizational support: a meta- 

analytic evaluation of organizational support  

theory. J. Manag. 43:1854–84 

［3］Rhoades L, Eisenberger R. 2002. Perceived  

organizational support: a review of the 

literature. J. Appl. Psychol. 87:698–71 

［4］Odagami K, Nagata T, Eguchi H, Inoue A, 
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Mafune K, Mori K. Reliability and validity 

of the Japanese version of the Survey of 

Perceived Organizational Support. J Occup 

Health. 2024;66(1):uiae034. 

 

Ｇ．学会発表 

なし 

 

Ｈ. 論文業績 

 なし 

 

I．知的財産権の出願・登録状況：(予定を含む。） 

1. 特許取得 

 なし 

2. 実用新案登録 

 なし 

3.その他 

 なし 
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表１．対象者の背景特性（企業別） 
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表１．対象者の背景特性（企業別）（つづき） 
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表２. 企業別施策の実施率（従業員の認知率）

施策11施策10施策９施策８施策７施策６施策５施策４施策３施策２施策１企業
0.5%1.3%8.8%1.3%25.4%13.0%4.2%18.2%32.2%17.2%87.8%A
2.8%1.6%2.4%3.6%21.8%12.5%17.3%19.4%23.4%37.1%90.3%B
1.3%10.2%1.6%4.4%25.1%17.5%11.4%14.4%28.6%21.2%56.8%C
0.8%2.9%2.9%0.4%17.8%5.1%2.7%6.8%14.1%9.4%59.1%D
0.6%0.6%0.6%0.6%11.9%7.9%5.1%22.6%46.9%22.0%68.9%E
2.4%31.2%1.4%1.2%56.6%12.7%7.7%10.8%25.9%15.6%71.7%F
1.6%14.1%22.7%6.1%40.8%31.8%7.8%24.6%40.4%37.9%83.6%G
0.6%26.6%1.8%1.2%39.9%10.6%3.9%6.6%12.4%17.8%82.8%H
0.3%21.7%1.7%1.7%22.0%11.3%5.3%15.3%26.7%29.3%90.0%I

施策１．婦人科健診・検診への金銭補助（がん検診を含む）
施策２．婦人科健診・検診の受診に対する就業時間認定や有給の特別休暇付与
施策３．従業員や保健師等による女性の健康専門の相談窓口の設置

（メールや電話等による相談を含む）
施策４．女性特有の健康関連課題に対応可能な体制の構築

（産業医や婦人科医の配置、外部の医師や相談窓口の紹介等）
施策５．女性の健康づくりを推進する部署やプロジェクトチームの設置
施策６．妊婦健診等の母性健康管理のためのサポートの周知徹底

施策７．生理休暇を取得しやすい環境の整備（有給化や管理職への周知徹底等）
施策８．更年期症状や更年期障害の改善に向けた支援

（通院の際の有給の特別休暇付与等）
施策９．骨密度低下（骨粗鬆症）予防に対する支援（骨密度測定、サプリ提供等）
施策１０．女性専用休憩室の設置（※法律上設置義務のある休養室は除く）
施策１１．月経随伴症状の自己管理を支援するツールやアプリの提供
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表3. POSスコアと各施策の相関関係
95%信頼区間p_valueStd. Err.Coef.項目

0.13-0.040.300.040.05１．婦人科健診・検診への金銭補助（がん検診を含む）
0.200.020.010.050.11２．婦人科健診・検診の受診に対する就業時間認定や有給の特別休暇付与

0.240.07<0.0010.040.15３．従業員や保健師等による女性の健康専門の相談窓口の設置
（メールや電話等による相談を含む）

0.330.11<0.0010.060.22４．女性特有の健康関連課題に対応可能な体制の構築
（産業医や婦人科医の配置、外部の医師や相談窓口の紹介等）

0.22-0.060.250.070.08５．女性の健康づくりを推進する部署やプロジェクトチームの設置
0.270.06<0.0010.050.17６．妊婦健診等の母性健康管理のためのサポートの周知徹底
0.320.15<0.0010.040.23７．生理休暇を取得しやすい環境の整備（有給化や管理職への周知徹底等）

0.28-0.180.700.120.05８．更年期症状や更年期障害の改善に向けた支援（通院の際の有給の特別休暇付与等）

0.33-0.010.060.090.16９．骨密度低下（骨粗鬆症）予防に対する支援（骨密度測定、サプリ提供等）
0.12-0.110.940.060.00１０．女性専用休憩室の設置（※法律上設置義務のある休養室は除く）

-0.07-0.730.020.17-0.40１１．月経随伴症状の自己管理を支援するツールやアプリの提供

POSスコアと各変数の関係（N=4,238）※団体コードでネストしたマルチレベル分析（線形混合効果モデル）

調整変数：年代、職種、就業形態、最終学歴、月経に関する症状、更年期に関する症状
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厚生労働省科学研究費補助金 

職場における女性の健康保持増進のための効果的な産業保健活動の確立に向けた研究 

健康診断の担当医に向けた女性の健康課題に対する対応ツールの開発 

研究分担者 金城 泰幸（産業医科大学 医学部 産科婦人科学 助教） 

研究分担者 松浦 祐介（産業医科大学 産業保健学部 広域・発達看護学 教授） 

 

研究要旨： 

 女性の健康の保持増進のため、定期健康診断の問診票に月経困難症や更年期障害で

就労における困難があるかを問う質問項目が追加された。健康診断を担当する医師は

産婦人科を専門としない医師が多いため、症状による困難を伴う女性を対応する際に

使用できるツールの作成を目的とした。対象とする疾患群は、月経困難症、過多月経

症、月経前症候群、更年期障害の 4つとした。健康診断を担当する医師へのインタビュ

ーを通して、ツールの構成を「症状確認の問診」、「想定される疾患群の提示」、「疾患群

に対する対処方法や治療方法の概略」、「受診や相談が可能な窓口・Webサイトの提供」

と設定した。就労や日常生活の困難をトリアージするため、痛み、月経異常、気分の障

害、体の変化、家庭生活（食事、睡眠）、職業生活（アブセンティーズム）などの項目

が含まれるように問診項目を選択した。また産婦人科を専門としない医師が、想定され

る疾患群を説明し、簡易な対処方法や治療方法を情報提供し、困難で悩んでいる女性へ

受診行動を促すことができるツールを作成した。 

Ａ．目的 

女性労働者の増加に伴い、女性の健康

に対する保持増進の重要性が高まってい

る。このような背景から労働安全衛生法

に基づく定期健康診断において、月経困

難症や更年期障害など女性特有の健康課

題に対する問診票の質問項目が追加され

た。今後は健康診断を担当する医師が、専

門医を早期に受診するように促す体制の

整備が必要とされるが、健診機関の医師

は産婦人科を専門としないことが多い。 

今回の研究では、健康診断を担当する

医師が、女性の健康課題で就労に困難を

感じる女性に対応する際に使用するツー

ルを作成することを目的とした。 

 

Ｂ．方法 
 2024 年 10 月から 2025 年 4 月の期間に

作成した。対象とする女性の健康課題と

して月経随伴症状と更年期障害が提示さ

れており、対象とする疾患群を月経困難

症、過多月経症、月経前症候群、更年期障

害の 4 つを設定した。続いて産婦人科医

2 名と健康診断を担当する医師 4 名にイ

ンタビューし、ツールの概要を設定し作

成した。 

Ｃ．結果 

 健康診断を担当する医師が女性の健康
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課題を対応する際に使用するツールの概

要は以下の項目とした。 

① 症状確認の問診 

② 想定される疾患群の提示 

③ 疾患群に対する対処方法や治療方

法の概略 

④ 受診や相談が可能な窓口、Web サイ

トの提供 

「症状確認の問診」は、有症状の女性に

対し就労や日常生活の困難をトリアージ

するための内容となるように配慮した。

昨年の分担研究で作成した就労女性のセ

ルフチェックツールより、4つの疾患群が

抽出できる質問項目を産婦人科医 2 名で

選択した。就労や日常生活の困難をトリ

アージするため、痛み、月経異常、気分の

障害、体の変化、家庭生活（食事、睡眠）、

職業生活（アブセンティーズム）の質問項

目を選択し、排泄や性交渉などの一部の

家庭生活に関わるものは除外した。次に

産婦人科を専門としない医師が、想定さ

れる疾患群と治療方法等の概略を情報提

供でき、受診行動を促せるような内容を

加え、ツールの原案（図 1）を作成した。 

 

Ｄ．考察 

健康診断を担当する医師が産婦人科を

専門としない場合でも、症状で困難を感

じる女性に対応することが可能なツール

の作成を試みた。はじめに有する症状か

ら疾患群をトリアージできるような問診

票を作成した。「想定される疾患群の提示」

においては、産婦人科を専門としない医

師でも説明が可能となる疾患群の特徴や

背景にある関連疾患を簡潔にまとめた。 

今後は作成したツールの使用時の有用

性の検証と健康診断を担当する医師に対

する学習教材を作成する。 

 

Ｅ．結論 

 健康診断を担当する医師が、月経困難症、

過多月経症、月経前症候群、更年期障害の

症状を有する女性に対応する際に使用す

るツールを作成した。 

 

Ｆ．引用・参考文献 

 なし 

 

Ｇ．学会発表 

 なし 

 

Ｈ. 論文業績 

 なし 

 

I．知的財産権の出願・登録状況：(予定を含

む。） 

1. 特許取得 

 なし 

2. 実用新案登録 

 なし 

3.その他 

 なし 
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図 1 
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令和 6 年度 厚生労働省科学研究費補助金 

職場における女性の健康保持増進のための効果的な産業保健活動の確立に向けた研究 

分担研究報告書 

女性の健康管理に関する職場の E ラーニングコンテンツ作成に関する研究 

研究分担者 古屋佑子（東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学・講師） 
研究要旨：自分と家族のライフイベントに左右されやすい女性は、20～60 代の就労世

代に月経・閉経に関連するトラブル、女性がんの発症など、健康問題を抱えやすい。月

経に関連する健康問題は近年、労働損失が高いと推計され、職場における理解促進、知

識の普及が必要である。本研究は、企業で研修を行う際の資料や E ラーニングの内容

や方法について、社会の現状と不足、作成にあたっての課題を明らかにすることを目的

とした。現在公開されている健康管理に関する研修資料やサイトの項目・内容を収集

し、コンテンツ作成に関するディスカッションを行った。その結果、現在公開されてい

る女性の健康に関する多種多様な情報サイトには、多くの資料やコンテンツが提供さ

れていることが判明した。公開されている情報サイトでは女性自身のセルフケアに対

するコンテンツが中心で、職場のラインケアや企業の取り組みに関するものは少数で

あった。情報を踏まえたディスカッションでは、①すでに出ているものとの差別化を

し、職場の健康管理として価値あるものをどのように作るか、②企業の中でも一定数い

る“興味のない人”にも見てもらえる Eラーニングコンテンツとはどのようなものか、

③動画を作成した場合、どのような形式で作成するのがよいのか、④動画以外の E ラ

ーニングコンテンツはどのように作るか、⑤コンテンツは難しすぎると研修企画側が

ついていけなくなるが必要十分な情報を届ける方法、⑥実際にパイロットスタディを

行ってコンテンツ修正を行う必要性、などが課題として挙げられた。なお動画作成につ

いては、専門家から E ラーニングコンテンツとしての動画に関する意見聴取を行い、

コンテンツ作成時の注意点についてアドバイスを得た。以上により、本研究班の趣旨に

照らし、より研修の対象者を明確にした E ラーニングコンテンツを作成する必要があ

ると考えられた。女性の健康課題には心理社会的な影響が関わることも知られており、

働き方改革やメンタルヘルス対策と絡めた包括的な支援も検討の余地がある。産業保

健の現場で近年話題のひとつとなっている健康経営については、その取得を希望する

企業が増え、健康日本 21の中にも明記されている。企業の中で実際に使用できる Eラ

ーニングとして、誰にどのコンテンツをどのように使って研修してもらうか、その細部

まで検討して E ラーニングコンテンツの作成、産業保健スタッフに向けたコンテンツ

の作成などを行う必要があると考えられた。 
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研究協力者 川島恵美（株式会社 Keep Health・代表、産業医） 
研究協力者 絹川千尋（株式会社産業医システムズ・代表、産業医） 
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Ａ．目的 
 1980～90 年代に男女雇用機会均等法や

男女共同参画社会推進法が成立し、以後、

女性労働者は年々増加している。2015 年

には女性が出産・育児の時期に仕事を退職

する M 字カーブやそれに伴う人手不足、女

性のキャリア中断の解消を目標に、女性活

躍推進法の制定が行われ、少しずつ M 字

カーブは解消に向かっている。しかし出産・

育児・介護など、自分と家族のライフイベント

に左右されやすい女性では、20～60 代の

就労世代に月経・閉経に関連するトラブル、

女性がんの発症など、健康問題を抱えやす

い。女性の健康課題は単純な月経トラブル

以外にも、貧血、腫瘍、不妊治療、更年期

障害、骨粗しょう症、うつ病なども月経に関

連しており、多岐に渡る。2024 年度から開

始した健康日本 21（第 3 次）では 1)、ライフ

コースアプローチが提唱されており、新たに

「女性の健康」に関する項目が建てられた。

今後の女性活躍推進法改正において、「事

業主が女性特有の健康課題に取り組む」こ

とも見込まれており 2)、職場における健康課

題のひとつとしての、女性の健康課題に関

する社会認識が醸成されてきている。 
 さらに月経に関連する健康問題は近年、

労働損失が高いと推計されているが 3)、日

経 BP 総合研究所による調査では、生理休

暇を利用しない理由として「男性上司には利

用申請を伝えにくい」「生理休暇の利用者が

少ないため申請しにくい」などの現状がある

と指摘されている 4)。一方、男性上司から月

経関連で体調を崩している女性に「どう声を

かけたらいいかわからない」という声もあり、

職場での女性の健康課題に対する男性女

性双方における理解の促進、知識の普及が

必要である。 
本研究は、職場における女性の健康管理

について、企業で研修を行う際の資料や E
ラーニングの内容や方法について、社会の

現状と不足、作成にあたっての課題を明ら

かにすることを目的とした。これにより次年度

で作成していく E ラーニングコンテンツ作成

の方針を明確化する。 
 
Ｂ．方法 
 職場の健康管理に精通した産業医学の専

門医 5 名で女性の健康管理に関する研修

資料やサイトの項目・内容を収集した。収集

した内容をリスト化して全員に共有し、今後

の研修用 E ラーニング作成に関する方向性

について、全員でディスカッションを行った。

また、E ラーニングコンテンツのひとつとして

取り入れられている動画については、動画

作成の専門家と作成にあたっての意見交換

を実施した。 
 
Ｃ．結果 
1）女性の健康管理に関する公開情報とディ

スカッション 
 国や厚生労働省が発信している情報サイ

ト以外にも、各都道府県や市町村、NPO や

製薬会社、一般企業が発信している情報サ

イトなど、有償無償の様々なサイト・ホームペ



5 
 

ージから女性の健康管理に関する情報が発

信されていることが分かった（表 1）。 
 
※表 1）一般公開されている情報サイト 

• 公的な情報サイト 
女性の健康推進室ヘルスケアラボ 
働く女性の心とからだの応援サイト 
働く女性のウェルネス向上委員会 
SMART LIFE PROJECT 
e ヘルスネット 
e 健康づくりネット 
各都道府県・市町村のサイト 
• NPO 等の情報サイト 
公益財団法人日本対がん協会 
一般財団法人女性労働協会 
公的社団法人女性の健康とメノポーズ協

会 
一般社団法人日本家族計画協会 
• 製薬会社等の情報サイト 
あすか製薬：知っておきたい女性のカラ

ダと健康のこと 
大塚製薬：女性の健康推進プロジェクト 
• その他 

 
ディスカッションでは、①すでに出ている

ものとの差別化し、職場の健康管理として価

値あるものをどのように作るか、②企業の中

でも一定数いる“興味のない人”にも見ても

らえる E ラーニングコンテンツとはどのような

ものか、③動画を作成した場合、どのような

形式で作成するのがよいのか、④動画以外

の E ラーニングコンテンツはどのように作る

か、⑤コンテンツは難しすぎると研修企画側

がついていけなくなるが必要十分な情報を

届ける方法、⑥実際にパイロットスタディを

行ってコンテンツ修正を行う必要性、などが

課題として挙げられた。 
 
2）動画作成の専門家との意見交換 
 E ラーニングコンテンツとしての動画

について、動画作成の専門家（KayaLall
櫻井野乃太氏）と意見交換を行った。動画

として研修・E ラーニングを作成する場合

では、先生役が登場し黒板・ホワイトボー

ドの中で内容を提示する作成パターンが

多いとのことであった。動画の視聴につ

いては興味のある動画であるかどうか、

が最も課題で、興味のない人が見ること

を想定するのであれば、できるだけ短く

することが大切であるとのアドバイスを

受けた。動画以外のクリックしながら進

めていくタイプの E ラーニングについては

専門の業者があること、作成ツールが市販さ

れていること、作成したツールの継続的な利

用には、契約の維持継続が必要になること

から、公的研究費には向かないことなどが共

有された。 
 
Ｄ．考察 
本研究により、現在公開されている女

性の健康に関する多種多様な情報サイト

には、多くの資料やコンテンツが提供さ

れていることが判明した。公開されてい

る情報サイトでは女性自身のセルフケア
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に対するコンテンツが中心で、職場のラ

インケアや企業の取り組みに関するもの

はごく少数であった。特に公的機関等が

運営する情報サイトでは、企業の取り組

みに関する研修動画などの公開も行われ

ていたが、各疾患（月経トラブル、更年期、

不妊、アルコール等）それぞれで作成され

ており、ひとつひとつは短めに作られて

いた。このようなコンテンツを利用した

職場における研修では、どのように実施

するか、どう研修を組み立てるかが課題

であると言える。一方、公的機関運営以外

の情報サイトでは、研修については有償

で研修講師を派遣するなどの対応がとら

れていた。各企業の風土や男女比、業種等

を踏まえるとこの方法が最も研修として

の効果を上げやすいと考えられるが、そ

の分研修費用が高額になるなどの課題も

ある。女性の健康課題には心理社会的な

影響が関わることも知られており、働き

方改革やメンタルヘルス対策と絡めた包

括的な支援にも検討の余地がある。これ

らを踏まえ、女性の健康に関するライン

ケアに関する研修が少ないことから、企

業のラインケア研修の一環として E ラー

ニングコンテンツの作成は価値あるものであ

ると考えられた。企業向け E ラーニングコン

テンツは、研修パイロットを実施し、その

やり方まで含めて公開する、パイロット

時の研修を動画に撮って公開する、とい

った方法が良いと考えられた。 
また、産業保健スタッフが企業で健康講

話を行う際の資料は見られたが、産業保健

スタッフ自身に対する E ラーニングコンテ

ンツは見つけることができなかった。これ

までの産業保健の現場では、化学物質対

策、メンタルヘルス不調や過重労働対策

など女性の健康課題に対する優先順位が

高くなかったことを踏まえると、働き方

改革や健康経営等も絡めた、女性の健康

課題に関する産業保健スタッフ向け E ラ

ーニングコンテンツ作成の必要性について

検討の余地があると考えられた。 
 
E．結語 
女性の健康課題に関する情報は既に

様々なサイトから発信されていることが判明

した。ラインケアや産業保健スタッフ向け研

修については少数であることから、より研修

の対象者を明確にしたEラーニングコンテン

ツを作成する必要があると考えられた。特に

動画作成の専門家からは、我々の懸念事項

であった「動画を見てもらえるか」といった問

いに対して「興味のない動画は短くないと研

修として成り立たたない」との助言があった

ため、企業の中で実際に使用できる E ラー

ニングとして、誰にどのコンテンツをどのよう

に使って研修してもらうか、その細部まで検

討して E ラーニングコンテンツを作成する必

要があると考えられた。 
 
F. 健康危険情報 
なし 
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G.研究発表 
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なし 
2. 学会発表 
 なし 
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・古屋佑子. 女性労働者の健康課題と支
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３．研究者名  （所属部署・職名）医学部 両立支援科学・助教                        

    （氏名・フリガナ）原田有理沙・ハラダアリサ                      

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ☑ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年４月22日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長）  殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名 産業医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 上田 陽一      
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 労働安全衛生総合研究事業                             

２．研究課題名 職場における女性の健康保持増進のための効果的な産業保健活動の確立に向けた研究   

３．研究者名  （所属部署・職名） 産業医実務研修センター・助教                                 

    （氏名・フリガナ） 五十嵐 侑・イガラシ ユウ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
□  ☑ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 7 年 4 月 2 日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長）  殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名 産業医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 上田 陽一          
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 労働安全衛生総合研究事業                             

２．研究課題名 職場における女性の健康保持増進のための効果的な産業保健活動の確立に向けた研究   

３．研究者名  （所属部署・職名） 産業生態科学研究所・助教                                 

    （氏名・フリガナ） 小田上 公法・オダガミ キミノリ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 産業医科大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年 ４月 １日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長）  殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名 産業医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 上田 陽一          
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 労働安全衛生総合研究事業                             

２．研究課題名 職場における女性の健康保持増進のための効果的な産業保健活動の確立に向けた研究   

３．研究者名  （所属部署・職名）産業生態科学研究所 環境疫学研究室・講師                                  

    （氏名・フリガナ）大河原 眞（オオカワラ マコト）                                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 産業医科大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和7年 4月 25日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長）  殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名 産業医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 上田 陽一      
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 労働安全衛生総合研究事業                             

２．研究課題名 職場における女性の健康保持増進のための効果的な産業保健活動の確立に向けた研究   

３．研究者名  （所属部署・職名） 産業医科大学医学部産科婦人科学 助教                                 

    （氏名・フリガナ） 金城 泰幸  キンジョウ ヤスユキ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年 3 月 31 日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長）  殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名  東海大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名  松前 義昭          
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 労働安全衛生総合研究事業                             

２．研究課題名 職場における女性の健康保持増進のための効果的な産業保健活動の確立に向けた研究   

３．研究者名  （所属部署・職名）  医学部・助教                                

    （氏名・フリガナ）  古屋 佑子・フルヤ ユウコ                                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 




